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現　状　�
１　救急搬送人員
　○　平成 28 年における救急搬送人員は 69 万４千人になっており、平成 23 年の 64

万１千人と比べ約 8.3％増加しています。特に、救急搬送人員に占める 65歳以上の
高齢者の割合は平成 28年は 50.1％であり、一貫して増加傾向にあります。

　○　また、医療機関から他の医療機関に転院搬送した人員は約４万３千人であり、全救
急搬送人員の 6.3％を占めています。

　○　救急搬送人員に占める軽症（軽易で入院を要しない）患者の割合は、依然として
50％を超えています。

２　救急告示医療機関数
　○　救急患者を受け入れる救急告示医療機関１数は、平成 29年４月現在 320 施設にな
っています。

３　救急搬送時間
　○　救急隊が出場してから医師引継までの救急活動時間は、平成 23年の 51 分 41 秒
から平成 28年の 47分 16秒と４分 25秒短縮しています。

４　東京ルール事案の発生割合
　○　東京ルール事案２に該当する救急搬送患者については、全救急搬送人員に占める割
合が、平成 23年の 2.27％から平成 28年の 0.96％に減少しています。

○ 　いつでも、どこでも、だれでも、その症状に応じた適切な医療を迅速に受けられ

る救急医療体制を確保していきます。

○ 　救急搬送が増加している高齢者が、保健・医療・介護関係者の連携の下、迅速・

適切に救急医療を受けられるよう体制を確保します。　

○ 　救急相談体制の充実を図るとともに、救急車の適正利用を推進し、搬送時間の短

縮を目指します。

１   救急告示医療機関：救急隊が緊急に搬送する必要がある傷病者の収容及び治療を行う医療機関として、厚

生労働省の「救急病院等を定める省令」に基づいて都道府県知事が認定
２   東京ルール事案：救急隊による５医療機関への受入要請又は選定開始から 20 分以上経過しても搬送先医

療機関が決定しない事案
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これまでの取組　�
１　東京都の救急医療体制
　○　いつでも、どこでも、だれでも、その症状に応じた適切な医療が受けられるよう、
生命の危機を伴う重篤患者に対する三次救急医療機関、入院治療を必要とする中等症
及び重症の患者に対する二次救急医療機関、入院を必要としない軽症の救急患者に対
する初期救急医療機関を基本に、救急医療体制を確保しています。

 

 

 これまでの取組  

１ 東京都の救急医療体制 

○ いつでも、どこでも、だれでも、その症状に応じた適切な医療が受けられるよ

う、生命の危機を伴う重篤患者に対する三次救急医療機関、入院治療を必要とす

る中等症及び重症の患者に対する二次救急医療機関、入院を必要としない軽症の

救急患者に対する初期救急医療機関を基本に、救急医療体制を確保しています。 

 
二次救急医療機関では対応できない複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し、高度な

医療を総合的に提供する医療機関とし、次の要件を満たすもの 

 １ 重篤な救急患者を、常に必ず受け入れることができる診療体制がある。 

 ２ ＩＣＵ、ＣＣＵ等を備え、重篤な患者に対し、常時高度な治療が可能である。 

 ３ 医療従事者（医師、看護職員、救急救命士等）に対し、必要な研修を行う体制を有する。

 救命救急医療（第三次救急医療） 

 
原則として固定・通年制で、入院治療を必要とする中等症及び重症患者に対する医療を担当す

る医療機関とし、次の要件を満たすもの。なお、地域の事情等から輪番制とする場合は、当番日

において必要な要件を満たしていることが必要である。 

 １ 救急患者の受入れの依頼があった場合は必ず診療することを基本とする。 

２ 急性疾患や外傷等に対する診断、救急処置（応急的な救命処置を含む。）及び必要な検査

が 24 時間対応可能である。 

３ 救急蘇生法をはじめ、急性疾患や外傷等に対する診断と救急処置ができる医師及び救急患

者に対応できる看護師を確保している。 

４ 救急患者の状態により必要な検査ができる体制を確保している。検査技師・診療放射線技

師は常駐が望ましいが、少なくともオンコール体制を確保している。 

５ 救急患者のための専用病床又は優先的に使用できる病床を有している。 

６ 救急告示医療機関の基準を満たしている。 

 入院を要する救急医療（第二次救急医療） 

 
主として自力来院者を中心に、入院を必要としない軽症の救急患者に対する初期医療を担当す

る医療機関とし、次の要件を満たすもの 

1 内科・外科・小児科等の一般外来診療機能を持つ。 

2 診察の結果、初期救急医療機関では十分な対応が不可能と思われる救急患者は、二次又は

三次救急医療機関等との連携の下に転院を行う。 

 初期救急医療 
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（１）三次救急
　○　三次救急医療を担う救命救急センターの整備について、国は、おおむね 100 万人

に１か所を目途に整備を図ることとした基準を平成 19年に廃止し、都道府県の医療
計画に基づき整備することとしました。このため、都は、救命救急センターを 26か
所（平成 29年 10月現在）指定し、各施設に対する整備・運営を支援しています。

　○　また、救命救急センターのうち、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患
者に対する救命医療を担う高度救命救急センターを４か所指定しています。

（２）二次救急
　○　365 日 24 時間救急入院が可能な病床を確保するため、「休日・全夜間診療事業」

に参画する東京都指定二次救急医療機関を 243 施設 747 床（平成 29 年 10 月１日
現在）を確保しています。

　○　平成 27年１月からは、入院が必要な救急患者のための空床を確保する休日・全夜
間診療事業を救急搬送の受入実績等をより評価する仕組みに再構築しています。

（３）初期救急
　○　都は、区市町村が行う休日夜間急患センター３や在宅当番医制度４等の初期救急　医

療体制の整備に対して支援を行うことにより、住民に身近な救急医療体制を確保して
います。

　　　また、区市町村単独では体制確保が困難な眼科及び耳鼻咽喉科については、都が広
域的に確保しています。

３   休日夜間急患センター：休日及び夜間において、比較的軽症の救急患者を受け入れるため自治体が整備す

るもの
４   在宅当番医制：休日及び夜間において、比較的軽症の救急患者を受け入れるための当番医療機関



第
１
章

198

第
４
節

（４）「救急医療の東京ルール」の推進
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○ 東京ルール事案に該当する救急搬送患者を地域（二次保健医療圏内）で受け止

めるため、島しょ地域を除くすべての二次保健医療圏において、搬送調整や受入

れ機能を担う東京都地域救急医療センターを指定（平成 29 年７月１日現在 89

か所）しています。 

 

○ 地域の特性を踏まえた救急医療の連携強化を推進するため、救急医療機関、消

防機関、区市町村等により構成する地域救急会議を二次保健医療圏ごとに設置し、

顔の見える関係を構築しています。 

 

○ 東京ルールによる搬送調整の対象となった開放性骨折、精神身体合併症及び吐

下血の救急患者を受け入れる医療機関を確保しています。 

 

○ これらの取組より、東京ルール事案に該当する救急搬送患者の数は、平成 23

年の 14,459 人から平成 28 年の 6,625 人に減少しており、同一地域（二次保

健医療圏）での受入率は、平成 23 年の 81.3％から平成 28 年の 86.2％に上昇

するなど、着実に改善が進んでいます。 

 

 

 

 

 救急患者を迅速に医療の管理下に置くため、地域の救急医療機関が相互に 

協力・連携して救急患者を受け入れる。（平成 21 年８月 31 日運用開始） 

● 「東京都地域救急医療センター」を設置 

  二次医療圏内において救急患者を受け止めるネットワークの核となる救急医療機関

● 「救急患者受入コーディネーター」の設置 

「地域（圏域）内では受入が困難な場合、他地域の「地域救急医療センター」と協力

しながら 365 日 24 時間受入調整を担う（東京消防庁総合指令室に常時複数名配置）

 

 

緊急性の高い患者の生命を守るため、救急医療の要否や診療の順番を判断す

る「トリアージ」を、救急の様々な場面で実施する。 

● 「搬送時トリアージ」や地域救急医療センター等での「病院内トリアージ」の推進 

 

 

都民は自らのセーフティネットである救急医療が重要な社会資源であること

を認識し、救急医療を守るため、適切な利用を心がける。 

● 都民と医療従事者の相互理解を促進するシンポジウム等の開催、救急相談セ

ンター（＃7119）等における相談事業の充実 

「救急医療の東京ルール」を推進 

      救急患者の迅速な受入れ ルールⅠ 

      「トリアージ」の実施 ルールⅡ 

      都民の理解と参画 ルールⅢ 

　○　東京ルール事案に該当する救急搬送患者を地域（二次保健医療圏内）で受け止める
ため、島しょ地域を除くすべての二次保健医療圏において、搬送調整や受入れ機能を
担う東京都地域救急医療センターを指定（平成 29年７月１日現在 89か所）してい
ます。

　○　地域の特性を踏まえた救急医療の連携強化を推進するため、救急医療機関、消防機
関、区市町村等により構成する地域救急会議を二次保健医療圏ごとに設置し、顔の見
える関係を構築しています。

　○　東京ルールによる搬送調整の対象となった開放性骨折、精神身体合併症及び吐下血
の救急患者を受け入れる医療機関を確保しています。

　○　これらの取組より、東京ルール事案に該当する救急搬送患者の数は、平成 23年の
14,459 人から平成 28 年の 6,625 人に減少しており、同一地域（二次保健医療圏）
での受入率は、平成 23年の 81.3％から平成 28 年の 86.2％に上昇するなど、着実
に改善が進んでいます。
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（５）特殊救急等
　○　都は、緊急に専門的な入院治療が必要な熱傷患者への救急（東京スキンバンクネッ

トワーク）及び急性心筋梗塞などの心血管疾患患者への救急（東京都ＣＣＵネットワ
ーク及び急性大動脈スーパーネットワーク）体制を整備しています。

（６）東京ＥＲ（総合救急診療科）
　○　都立病院では、365 日 24時間の安心と患者中心の医療を目指し、いつでも、だれ
でも、様々な症状の救急患者に対応できるよう、広尾病院、墨東病院、多摩総合医療
センター及び小児総合医療センターに東京ＥＲ（総合救急診療科）を開設し、総合的
な救急医療体制の充実を図っています。

（７）精神科救急
　○　精神科救急は、精神保健福祉法第 23条に基づく警察官通報による措置入院等（精

神科救急医療）と、それ以外の対応である初期・二次救急医療及び身体合併症救急医
療からなっています。

　○　平成 27年度からは、精神身体合併症患者が地域で迅速かつ適正な医療が受けられ
るよう、精神科医療資源の状況等を考慮し、島しょを除く 12の二次保健医療圏を組
み合わせて５つのブロックに分け、各ブロック又は二次保健医療圏において、身体治
療終了後の精神疾患患者に関する相談や受入れを行っています。

 

（５）特殊救急等 

○ 都は、緊急に専門的な入院治療が必要な熱傷患者への救急（東京スキンバンク

ネットワーク）及び急性心筋梗塞などの心血管疾患患者への救急（東京都ＣＣＵ

ネットワーク及び急性大動脈スーパーネットワーク）体制を整備しています。 

 

（６）東京ＥＲ（総合救急診療科） 

○ 都立病院では、365 日 24 時間の安心と患者中心の医療を目指し、いつでも、

だれでも、様々な症状の救急患者に対応できるよう、広尾病院、墨東病院、多摩

総合医療センター及び小児総合医療センターに東京ＥＲ（総合救急診療科）を開

設し、総合的な救急医療体制の充実を図っています。 
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２　病院前救護体制
　○　救急患者を病院に搬送するまでの間に救命処置を行う救急救命士の医療行為が、実

習修了と医師の指導を前提とした条件の下に拡大されるなど、より質が高く、かつ高
度な救急業務が行えるような体制づくりが進んでいます。

【救急救命士の医療行為の拡大】
　　　平成１５年４月　除細動５ 平成２１年３月 アドレナリン製剤の投与
　　　平成１６年７月　気管挿管 平成２６年４月 心配機能停止前の傷病者
　　　平成１８年４月　薬剤の投与  に対する静脈路確保等

　○　都は、救急隊員の資質を向上させ、医学的観点から応急処置等の質を保障すること
により、救命効果の向上と救急業務に対する信頼を更に高めることを目的として「東
京都メディカルコントロール６協議会」を設置し、救急隊が行う観察や医療機関選定
等の基準を定めています。

３　相談・案内と普及啓発事業
（１）東京都医療機関案内サービス “ ひまわり ”
　○　電話による保健医療福祉相談や救急医療機関を含む医療機関案内を行っています。

また、ホームページ上で診療可能な医療機関の診療時間や医療機能などの情報を提供
しているほか、外国人の方向けに５か国語による医療情報サービスを実施しています。

（２）東京消防庁救急相談センター（＃７１１９）
　○　急な病気やけがをした際に、救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院に行くべきか迷った

ときに、緊急受診の要否や適応する診療科目、診察可能な医療機関等を相談者に電話
でアドバイスを行う「東京消防庁救急相談センター」を平成19年６月から運用開始し、
都民の不安を解消するとともに、救急車の適正利用を図ることを目指しています。

　○　平成24年には、自ら症状の緊急性を判断できる「東京版救急受診ガイド７」を作成し、
緊急性のアドバイスが得られるサービスを提供しています。

５   除細動：心臓が痙
けいれん

攣したように細かく震えて血液が拍出できない致死的不整脈（心室細動）を、電気ショ

ックをかけることにより、その震えを取り除く処置
６   メディカルコントロール：病院前救護において、救急現場から救急医療機関に搬送されるまでの間、救急

救命士の活動等について医師が指示、指導・助言及び検証することにより、病院前救護の質を保証すること。
７   東京版救急受診ガイド：「冊子版」とパソコンやスマートフォン、携帯電話から利用できる「ウェブ版」

を提供しています。
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（３）精神科救急医療情報センター 

○ 精神科に関する医療情報を提供するとともに、必要な情報を聴取して緊急性を

判断し、トリアージやケース・マネジメント（調整）を行っています。 

また、患者等からの相談に傾聴や助言等の丁寧な対応を行いつつ、必要に応じ

て、初期救急、二次救急、身体合併症などの医療機関案内を行っています。 

 

（４）「子供の健康相談室」（小児救急電話相談 ＃８０００） 

○ 子供の健康に関する保護者の不安や悩みを解消し、救急医療機関にかかる前の

段階での安心を確保するため、平日夜間及び休日の電話相談を実施しています。 

 

 

 課題と取組の方向性  

＜課題１＞救急医療機関における患者の円滑な受入れ 

○ 他の医療機関では対応できない重症・重篤な患者を迅速・確実に受け入れるた

め、救命救急センターの機能を確保することが求められます。 

 

○ 休日・全夜間診療事業の見直しや東京ルールの推進により救急医療機関等での

受入率は向上していますが、救急医療機関における患者の受入れには差があるこ

とから、引き続き医療機関の積極的な受入れを促進することが必要です。 

 

○ 入院を必要としない初期救急患者が、二次救急医療機関に直接受診することが

ありますが、大切な社会資源である救急医療を守るため、患者の状態に応じた適

切な救急医療を受けられるように周知します。 
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（３）精神科救急医療情報センター
　○　精神科に関する医療情報を提供するとともに、必要な情報を聴取して緊急性を判断

し、トリアージやケース・マネジメント（調整）を行っています。
　　　また、患者等からの相談に傾聴や助言等の丁寧な対応を行いつつ、必要に応じて、
初期救急、二次救急、身体合併症などの医療機関案内を行っています。

（４）「子供の健康相談室」（小児救急相談　＃８０００）
　○　子供の健康に関する保護者の不安や悩みを解消し、救急医療機関にかかる前の段階

での安心を確保するため、平日夜間及び休日の電話相談を実施しています。

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞救急医療機関における患者の円滑な受入れ

　○　他の医療機関では対応できない重症・重篤な患者を迅速・確実に受け入れるため、
救命救急センターの機能を確保することが求められます。

　○　休日・全夜間診療事業の見直しや東京ルールの推進により救急医療機関等での受入
率は向上していますが、救急医療機関における患者の受入れには差があることから、
引き続き医療機関の積極的な受入れを促進することが必要です。

　○　入院を必要としない初期救急患者が、二次救急医療機関に直接受診することがあり
ますが、大切な社会資源である救急医療を守るため、患者の状態に応じた適切な救急
医療を受けられるように周知します。
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　○　搬送先の医療機関の選定に時間を要する東京ルール事案に該当する救急搬送患者
は、各地域で減少傾向にありますが、医療だけでは対応が困難な福祉的な背景を有す
る救急患者の割合が増えているため、関係機関との連携が必要です。

　○　開放性骨折、精神身体合併症、吐下血など特殊な診療を必要とする患者の速やかな
受入れを図ることが重要です

（取組１）救急受入体制の強化  [ 基本目標 Ⅱ ]

○　三次救急を担う救命救急センターの現状を踏まえながら、重症・重篤な患者に対す
る救命医療の質的確保を図るための連携のあり方について検討します。

○　各救急医療機関の実態を踏まえながら、病床の確保や救急医療機関の役割について
検証し、緊急性が低くても入院が必要となる患者や他の救急医療機関における診断・
治療を終えて状態が安定した患者を受け入れる救急医療機関の確保に向けて検討しま
す。

○　救急搬送患者を積極的に受け入れている医療機関が、更に患者を受け入れることが
できるよう、受入調整を行う人材の配置に向けた支援を検討します。

○　福祉的な背景を有する救急患者の対応について、二次保健医療圏ごとに設置する地
域救急会議等を活用して、救急医療機関や区市町村等の関係機関で情報共有を図って
いきます。

○　東京ルール事案となった開放性骨折、精神身体合併症、吐下血など特殊な診療を必
要とする患者の迅速な受入れのための取組を推進します。

○　精神疾患のある救急患者の円滑な受入れに向けて、救急医療機関の対応力向上を目
的とした研修の実施や、地域の実情に応じた精神科医療機関、一般科救急医療機関及
び保健所などの行政機関との連携を促進します。

＜課題２＞高齢者の生活や症状に応じた救急医療体制の整備

　○　救急医療を必要としている高齢者は、緊急度や重症度が比較的高いにもかかわらず、
急な事態に対応できないことがあり、また、救急搬送される際には、患者状況の伝達
や意思の疎通に時間を要することがあります。

　○　高齢者施設からの救急搬送は緊急性が高い案件も多く、速やかな対応が求められる
ため、円滑な情報連絡等が重要です。
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　○　在宅療養又は通院している高齢者の症状が増悪した場合には、緊急性が低くても身
近な地域の医療機関への入院が必要となることがあります。

　○　高齢者や社会的背景を有する救急患者は、急性期の治療を終えた後でも自宅等へ戻
ることが困難な場合も少なくないため、入院期間が長期化することがあります。

（取組２）地域包括ケアシステムにおける迅速・適切な救急医療の確保

 [ 基本目標 Ⅱ ]

（１）高齢者の迅速・適切な救急受診のための支援
　○　具合が悪くなったときに、高齢者がきめ細かく相談・往診を受けられるよう、医療・

介護関係者による支援のあり方について検討します。

　○　具合が悪くなった時に、治療中の病気や服薬状況等の情報を医療機関や救急隊等
に迅速に伝えられるよう、救急医療情報キットやＩＣＴの活用等による情報共有に
取り組む区市町村への支援等について検討します。

（２）高齢者施設における救急対応の円滑化
　○　高齢者施設が、日ごろから利用者の状況や希望を職員やかかりつけ医療機関と共
有して、円滑に救急対応できるよう、手引きの活用や、救急医療機関や消防機関と
の連携を働きかけていきます。

（３）身近な地域の医療機関による救急患者の受入体制の強化
　○　高齢者が、その症状に応じて身近な地域で救急医療を受けられるよう、かかりつ

け医と連携した入院医療機関の確保や、医療機関が所有する患者搬送車や患者等搬
送事業者（いわゆる病院救急車や民間救急車）の活用を促進します。

（４）高齢者の救急入院後の円滑な在宅移行の促進
　○　急性期の治療を終えた高齢者が円滑に転院や退院ができるよう、入院医療機関や
地域の医療・介護関係者に対して、退院支援マニュアルの活用の促進や退院調整人
材の育成などを通じて支援していきます。

＜課題３＞　救急車の適正利用の推進

　○　救急搬送患者のうち 50％以上が入院を要しない軽症患者であり、限りある医療資
源である救急医療を守るためには、東京ルールにおいて「ルールⅢ」（都民の理解と
参画）として掲げた「都民一人ひとりの理解と参画」が必要です。

　○　救急医療を受ける必要性の高い患者を、迅速に救急医療機関へ搬送するためには、
救急車の適正利用についての取組を進めていく必要があります。
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　○　また、医療機関から他の医療機関への転院搬送についても、緊急性や専門医療の必
要性に応じた救急車の適正利用が必要です。

（取組３）救急車の適正利用の推進 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　救急相談センター（＃７１１９）等の相談機関の普及啓発や利用促進を図るととも
に、「救急の日」のイベントやポスター・リーフレット等の配布を通じて、救急車の
適正利用について、都民の理解を求めていきます。

○　消防機関が行う転院搬送の要請手続きについて、分かりやすくまとめた手引きを活
用して、地域救急会議等を通じて医療機関への周知を進めるとともに、緊急性は低い
が医療処置が必要な患者の転院搬送の際に、医療機関が所有する患者搬送車や患者等
搬送事業者を活用する医療機関を支援します。

事業推進区域　�
○　高度な専門的医療：都全域
○　入院医療：広域な区域（複数の区市町村、生活圏、二次保健医療圏等）
○　初期医療：区市町村

評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１
取組２

二次救急医療機関の応需率
75.6％

（平成 28年）
上げる

取組１
取組２

東京ルール事案に該当する救急
搬送患者の割合

0.96％
（平成 28年）

下げる

取組１
取組２

東京ルール事案に該当する救急
搬送患者の圏域内受入率

86.2％
（平成 28年）

上げる

取組１
取組２

救急活動時間（出場～医師引継）
47分 18秒
（平成 28年）

短縮

取組３
救急相談センター（#7119）
の認知率

53.8％
（平成 28年）

上げる

取組３ 救急搬送患者の軽症割合
54. ９％

（平成 28年）
下げる
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◎
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　　東　京　都　に　お　け　る　救　急　医　療　体　制

平成30年1月1日現在

二次（所）

休日
昼間

休日
準夜

休日
昼間

休日
準夜

土曜
準夜

平日
準夜

名　　　称 固定 輪番

千代田区 61,133
千代田区・

神田
1 1 1

千代田区休日応急診療所
ちよだこども救急室（日本大学病院）

1
日本医科大学付属病院
（高度救命救急センター）

中央区 156,291
中央区・
日本橋

3 2 2 1

中央区休日応急診療所
京橋休日応急診療所
日本橋休日応急診療所
小児総合医療センター(聖路加国際病院)

2

　　　　　　　　　　６０床
日本大学病院
　　　　　　　　　　２０床
聖路加国際病院

港区 253,825 港区 2 1 1
みなと子ども救急診療室（愛育病院）
（月・水・金のみ実施　＊祝祭日・年末年始除く）

1
隔週
で2

　　　　　　　　　　２０床
東京都済生会中央病院
　　　　　　　　　　３０床

文京区 217,428
文京区・
小石川

4 2 2
東京医科歯科大学医学
部附属病院　　３０床

台東区 196,139 下谷・浅草 2 2 1 1 1 1
台東区準夜間・休日こどもクリニック（永寿総合病
院）

1
東京大学医学部附属病
院　　　　　　　　２０床

小計 884,816 8 5 5 4 3 4 8 4 4 20 ６所　１８０床

品川区 387,266 品川区・荏原 1 2 2 1 1
荏原医師会休日診療所
品川区医師会休日診療所
品川区こども夜間救急室(昭和大学病院)

2
東邦大学医療センター
大森病院　　　　２０床

大田区 723,535
大森・

田園調布・
蒲田

3 3 2 1

大森医師会診療所
田園調布医師会診療所
蒲田医師会診療所
大田区子ども平日夜間救急室
　(東邦大学医療センター大森病院)

2
昭和大学病院
　　　　　　　　　　２０床

小計 1,110,801 1 0 5 5 3 2 7 2 2 19 ２所　４０床

目黒区 276,819 目黒区 2 1 1

鷹番休日診療所
中目黒休日診療所
八雲あいアイ館診療所（*11月～2月及び年末年始
のみ実施）

1
都立広尾病院
　　　　　　　　　　３６床

世田谷区 900,319
世田谷区・

玉川
9 2 4 4 2

世田谷区医師会付属診療所
  (世田谷区立保健センター)
世田谷区医師会付属烏山診療所
玉川医師会診療所
世田谷区医師会付属子ども初期救急診療所

1 2
国立病院機構東京医療
センター
　　　　　　　　　　１８床

11丘桜ータンセ康健民区区谷渋1113区谷渋638,422区谷渋
日本赤十字社医療セン
ター
　　　　　　　　　　３３床

小計 1,401,974 12 0 5 6 6 2 8 2 4 24 ３所　８７床

新宿区 342,736 新宿区 1 1 1 1
新宿区医師会区民健康センター
新宿区小児平日夜間診療事業（国立研究開発法
人国立国際医療研究センター病院）

2

東京女子医科大学病院
　　　　　　　　　　３０床
独立行政法人国立国際
医療研究センター病院
　　　　　　　　　　３０床

中野区 328,833 中野区 6 1 1 1 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 2
東京医科大学病院
　　　　　　　　　　２０床

1所療診病急間夜等日休区並杉11114区並杉626,465区並杉

小計 1,236,195 10 0 2 3 3 3 4 1 4 24 ３所　８０床

豊島区 287,323 豊島区 2 1 1 1
豊島区池袋休日診療所
豊島区長崎休日診療所
豊島(平日準夜間)こども救急（都立大塚病院）

1

帝京大学医学部附属
病院（高度救命救急セン
ター）
　　　　　　　　　　３０床

北区 348,232 北区 1 1 1 1
北区休日診療所
北区子ども夜間救急事業(東京北医療センター)

2
日本大学医学部附属板
橋病院　　　　　２４床

板橋区 561,950 板橋区 8 8 1 板橋区平日夜間応急こどもクリニック 1

練馬区 728,503 練馬区 5 2 2 2 1
練馬休日急患診療所 (*1)
石神井休日急患診療所
練馬区夜間救急こどもクリニック (*1と同施設)

1 2

小計 1,926,008 13 8 5 4 4 4 8 5 2 32 ２所　５４床

1クッニリクもどこ会師医区川荒111135区川荒098,412区川荒

足立区 685,375 足立区  4 2 1

足立区医師会館休日応急診療所 (*2)
竹の塚休日応急診療所
東部休日応急診療所
江北休日応急診療所
平日夜間小児初期救急診療 (*2と同施設)

1

葛飾区 460,526 葛飾区 6 2 2 2 1
立石休日応急診療所 (*3)
金町休日応急診療所
平日夜間こどもクリニック (*3と同施設)

2

小計 1,360,791 11 3 7 5 3 3 7 1 3 28 １所　２０床

墨田区 268,764 すみだ 1 1  1
墨田区休日応急診療所
すみだ平日夜間救急こどもクリニック（同愛記念病
院）

1
都立墨東病院
（高度救命救急センター）
　　　　　　　　　　２４床

江東区 512,817 江東区 2 2 2 1
江東区医師会館内休日急病診療所 (*4)
総合区民センター内休日急病診療所
平日夜間こどもクリニック (*4と同施設)

2

江戸川区 695,866 江戸川区 8 1 1 1 1 江戸川区医師会夜間・休日急病診療所 1

小計 1,477,447 8 0 4 4 3 3 5 1 3 28 １所　２４床

区部計 9,398,032 63 16 33 31 25 21 47 16 22 175 １８所　４８５床 ３所

（備考）(1)　休日夜間急患センターの「準夜」は、おおむね17時から22時までをいう。

　　　　 (2)　二次救急医療機関の名称等は、都においては、「救急病院等を定める省令」に基づく救急病院等の告示をもって、医療計画における記載に代える。

　　　　 (3)　こども救命センターのうち、国立成育医療研究センター及び都立小児総合医療センターは、「小児救命救急センター」を兼ねる。

（資料）　人口は、都総務局「住民基本台帳による世帯と人口」（平成29年12月1日現在）による。

科歯等ータンセ患急間夜日休医番当宅在
東京都
指定二
次救急
医療機
関数

救命救急センター
　　　　　　　（所・床）

区
中
央
部

20

区
南
部

19

区
西
南
部

24

その他

区
東
部

28

区
西
部

24

区
西
北
部

32

区
東
北
部

28

東京女子医科大学東医
療センター
　　　　　　　　　　２０床

二次
保健
医療
圏

区名
人口
（人）

地区
医師会名

初　　　　　　期　　　　　　　（所）　　　　　　　　　　　　　　※平成29年4月1日現在

○区北ブ
ロック（区南
部・区西南
部）

日本大学医
学部附属板
橋病院

○区東ブ
ロック（区中
央部・区東
部）

東京大学医
学部附属病
院

三次

こども救命
センター

○区東ブ
ロック（区中
央部・区東
部）

東京大学医
学部附属病
院

○区西南ブ
ロック（区南
部・区西南
部・区西部）

国立成育医
療研究セン
ター

〈東京消防庁災害救急情

○東京都保健医療情報セ
ンター（ひまわり）

 ○端末設置
　　病院　　　　３１６か所
　　診療所　　　 　８か所
　　消防本部　　　２か所
　　消防署　　　 ８１か所
　　分署 　　　　　 ３か所
　　出張所　　 ２０８か所
　　救急車　　 ２３８台

　　診療科目

　　電話番号
　　診療可否（科目別）
　　男女別空床の有無
　　　（科目別受入可否）
　　手術の可否　等

＜救急救命士数＞
　2,164名(消防機関に勤務
している救急救命士数)

＜都民への情報提供＞
○東京消防庁救急相談セ

　 救急相談への対応や診
療可能医療機関等の問い
合わせに答える。
　　24時間対応

 　　03-3212-2323
　　多摩地域
　 　042-521-2323
　　全域短縮ﾀﾞｲﾔﾙ

　・都民向け医療機関案
    内(24時間電話対応
    等）　03-5272-0303
　（情報内容）
　　　医療機関
　　　診療科目
　　　診療時間

　　　電話番号
　・外国語による医療機
　　関案内（５か国語）

　 　  9:00～20:00
　 　　　03-5285-8181
　・医療機関向け外国語
　　救急通訳サービス
　　(５か国語）

　　 　17:00～20:00

　   　9:00～20:00
　　　　　03-5285-8185
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平成30年1月1日現在

二次（所）

休日
昼間

休日
準夜

休日
昼間

休日
準夜

土曜
準夜

平日
準夜

名称 固定 輪番

1所療診日休梅青1111542,531市梅青 3
* 青梅市立総合病院 ＜全都的な対応事業＞

あきる野市 81,055 1 1 　　　　　　　　　　　　３０床

1804,85市生福 福生市休日急病診療所（*第2～4日曜のみ実施）

111869,55市村羽 羽村市平日夜間急患センター（*第1・5日曜のみ実施）

瑞穂町 33,542 1
*

1
* （*祝日のみ在宅当番医を実施）

福生市・羽村市・瑞
穂町（3市町共同） 1* 公立福生病院（小児のみ）（*水・木のみ実施）

日の出町 16,940 1
* （*祝日のみ在宅当番医を実施）

檜原村 2,249

奥多摩町 5,242

あきる野市・日の出町・檜
原村（3市町共同） 1 公立阿伎留医療センター（小児のみ）（*月・火のみ実施）

計 388,649 2 1 2 2 2 4 4 1 3 7 １所　３０床

町田市 428,860 町田市 3 1 1 1 1 町田市医師会準夜急患こどもクリニック 1

1所療診急救間夜市子王八1115市子王八944,365市子王八

日野市 184,578 日野市 2 1 1 1
*

日野市休日準夜診療所
日野市平日準夜こども応急診療所（*水・木・金
のみ実施）

1

1所療診夜準もどこ市摩多1111市摩多857,841市摩多

稲城市 89,893 稲城市 1

計 1,415,538 12 0 1 4 4 4 5 4 0 20 ２所　６１床

立川市 182,769 立川市 1 1 1
*

立川市休日急患診療所
立川市小児初期救急平日準夜間診療室（共済
立川病院）（*月・水・金のみ実施）

1

昭島市 113,196 2 1 1

国分寺市 121,682 2 1 1

1ータンセ療診日休11096,57市立国

1所療診患急日休市和大東1418,58市和大東

1ータンセ談相健保立市11624,27市山村蔵武

計 651,577 4 2 4 3 0 1 5 2 4 11 １所　３４床

武蔵野市 145,056 武蔵野市 3 1 1

武蔵野市・小金
井市（2市共同）

1 1 1 1 武蔵野赤十字病院（小児のみ）

三鷹市 186,388 三鷹市 1 1 1

三鷹市休日・休日準夜診療所
三鷹市小児初期救急平日準夜間診療所（こど
も救急みたか）
（いずれも三鷹市医師会館内）

1

1ータンセ健保市中府1111市中府847,852市中府

1所療診患急間夜日休市布調113市布調913,232市布調

小金井市 120,181 4 1 1

1所療診急応日休市江狛1547,18市江狛

狛江市・調布市
（2市共同）

1
狛江・調布小児初期救急平日準夜間診察室
（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

計 1,024,437 10 2 4 4 3 4 6 3 3 16 ３所　８０床

床８２　　　院病和昭立公1所療診急応会師医市平小1111864,191市平小

11788,051市山村東
東村山市休日準夜応急診療所
緑風荘病院

1

2所療診日休市京東西1112市京東西089,002市京東西

清瀬市 74,830 北多摩 1 2
医療法人財団織本病院
医療法人社団雅会山本病院

1

東久留米市 116,858 東久留米 1* 1 1* 東久留米市休日応急診療所（*在宅当番と休
日応急診療所との併用で1か所）

1

東村山市・西東京
市・清瀬市・東久留

米市（4市共同）
2

北多摩北部地域平日夜間小児救急医療事業
（多摩北部医療センター、佐々総合病院）

計 735,023 4 2 4 5 1 3 9 2 4 12 １所　２８床

4,215,224 32 7 15 18 10 16 29 12 14 66 ８所　２３３床 １所

大島町 7,898

利島村 320 1 1

新島村 2,723 2 2

神津島村 1,897 1 1

三宅村 2,560 1 1

御蔵島村 321 1 1

八丈町 7,564

青ヶ島村 165 1 1

小笠原村 2,648 2 2

島しょ計 26,096 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2

13,639,352 104 32 48 49 35 37 76 28 36 243 ２６所　７１８床 ４所

その他
科歯等ータンセ患急間夜日休医番当宅在

東京都
指定二
次救急
医療機
関数

救命救急センター
　　　　　　　（所・床）

三次

こども救命
センター

 ○特殊救急事業
　 心臓循環器(CCU)
　 １０～１１所（二次）
　 熱傷１～２所(二次)
　 精神科２所(二次)
　　　　　　４所(三次)

北
多
摩
西
部

11

国立病院機構災害医療セ
ンター　　　　　　　　３４床

北多摩

○多摩ブ
ロック
（西多摩・南
多摩・北多
摩西部・北
多摩南部・
北多摩北
部）

都立小児総
合医療セン
ター

南
多
摩

20

東京医科大学八王子医療
センター　　　　　　　４０床

日本医科大学多摩永山病
院　　 　　 　　　　　　２１床

 ○休日診療事業
　　（初期）
　 耳鼻咽喉科６所
　 眼科　　　１～４所1*

 ○休日診療事業
　　（二次）
　 耳鼻咽喉科２所
　 眼科　　　１所

西
多
摩

西多摩

*
羽
村
市
で
1
か
所

そ
の
他
の
市
町

村
で
合
わ
せ
て
2
か
所

7

*島しょ医療圏の初期救
急は1施設固定だが、休
日夜間急患センターで
はないため、便宜上在
宅当番医に含めることと
する。

都合計

北
多
摩
南
部

16

杏林大学医学部付属病院
（高度救命救急センター）
　　　　　　　　　　　　３０床

武蔵野赤十字病院
　　　　　　　　　　　　３０床

都立多摩総合医療セン
ター
　　　　　　　　　　　　２０床

北多摩

北
多
摩
北
部

北多摩

12

多摩地区計

島
し

2

二次
保健
医療
圏

市町村名
人口
（人）

地区
医師会名

初　　　　　　期　　　　　　　（所）　　　　　　　　　　　　　　※平成29年4月1日現在
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現　状　�
１　災害医療を取り巻く現状　　　　 
　○　平成 23年３月に発生した東日本大震災では、地震や津波等により多数の方が死傷
し、医療機関も施設の損壊や電力供給の停止等の影響により診療継続が困難となるな
ど、極めて深刻な被害がもたらされました。

　○　また、平成 28年４月 14 日と 16 日に発生した熊本地震においても、建物倒壊な
どにより多くの人的被害が生じるとともに、医療機関の損壊等により入院診療が制限
されました。

　○　さらに、短時間強雨の年間発生回数は増加傾向にあり、大河川の氾濫が相次いでい
ます。平成 26年８月の広島土砂災害、平成 27年関東・東北豪雨では浸水等により
診察不可となった医療機関もありました。

２　都の被害想定
　○　都は、東日本大震災を踏まえ、平成 24年４月、「首都直下地震等による東京の被

害想定」を見直すとともに、同年 11月に地域防災計画を修正しました。

＜首都直下等地震による被害想定（冬の夕方 18 時・風速８m/ 秒）＞

区　分
東京湾北部

（M7.3）

多摩直下

（M7.3）

元禄型関東

（M8.2）

立川断層帯

（M7.4）

死　者　 約 9,700 人 約 4,700 人 約 5,900 人 約 2,600 人

負傷者 約 147,600 人 約 101,100 人 約 108,300 人 約 31,700 人

うち重傷者 約 21,900 人 約 10,900 人 約 12,900 人 約 4,700 人

○ 　首都直下地震などの大規模災害発生時に、限られた医療資源を最大限に活用する

ため、医療機関が発災直後から医療機能を継続できる取組を推進するとともに、災

害拠点病院をはじめとした医療機関の受入体制の充実を図ります。

○ 　区市町村等が災害時に円滑な医療救護活動を行う体制を強化するとともに、大規

模イベントにおける医療・救護活動体制を整備します。

○ 　都市型災害の現場へ出場し救命処置等の活動を行う災害医療派遣チーム「東京Ｄ

ＭＡＴ１」の体制を強化します。

○　関係機関と連携し、災害時における医薬品等の供給体制を確保します。

１   ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team の略。大規模事故などの都市型災害が発生した場合や大規

模地震などの自然災害時に出場し、災害現場で東京消防庁と連携して多数傷病者に対する救命処置等を行

う災害医療派遣チーム
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３　医療救護活動におけるフェーズ区分
　○　変化する医療ニーズにきめ細かに対応した医療救護活動を行えるよう、発災直後か
ら中長期までの６区分にフェーズを区分しています。

＜医療救護活動におけるフェーズ区分＞

フェーズ区分 想定される状況

０ 発災直後
（発災～６時間）

建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が多数発生し、
救出救助活動が開始される状況

１ 超急性期
（６～ 72時間）

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、ライ
フラインや交通機関が途絶し、被災地外からの人的・物的支
援の受入れが少ない状況

２ 急性期
（72時間～1週間）

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復旧し始
めて、人的・物的支援の受入体制が確立されている状況

３ 亜急性期
（1週間～ 1か月）

地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復旧し
ている状況

４ 慢性期
（１か月～３か月）

　避難生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ復旧し、
地域の医療機関や薬局が徐々に再開している状況

５ 中長期
（３か月以降）

　医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ再開してい
る状況

これまでの取組　�
１　医療機関の受入体制の整備
　○　被災地の限られた医療資源を有効に活用するため、全ての医療機関を「災害拠点病
院」、「災害拠点連携病院」、「災害医療支援病院」及び「診療所等」のいずれかに区分
し、医療機関が有する機能に応じて役割分担を定めています。

＜医療機関の役割分担＞ 平成２９年９月現在

指定区分 役　　割

災害拠点病院
（80か所）

・主に重症者の収容・治療を行う病院
　（災害拠点病院として都が指定する病院）

災害拠点連携病院
（141か所）

・主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う病院
（救急告示を受けた病院等で都が指定する病院）

災害医療支援病院
・専門医療、慢性疾患への対応を行う病院
・区市町村地域防災計画に定める医療救護活動を行う病院
　（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院）

診療所等 ・産科、透析医療等の専門的医療を行う診療所
・区市町村地域防災計画に定める医療救護活動を行う診療所等
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　○　災害時に重症者の適切な医療を確保するため、災害拠点病院を 80か所指定し、災
害用医療資器材を配備するなど、医療機能の確保を図っています。

　○　また、災害拠点病院に対し、新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強、
備蓄倉庫、自家発電設備、受水槽、ヘリコプター緊急離発着場及びＮＢＣ災害２・テ
ロ対策に必要な医療機器等の整備に関する支援をしています。

　○　災害時の医療機能を確保するため、全ての病院を対象に建物の耐震化を進める　と
ともに、医療機関の事業継続計画（ＢＣＰ）３策定ガイドラインを作成し、計画　策定
の支援をしています。

　　　なお、災害拠点病院（80病院）の平成29年４月１日時点の状況は、耐震化率が
92.5％（74病院）、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定率が91.3％（73病院）となっています。

２　医療救護活動の体制整備
（１）災害医療コーディネーターによる情報収集機能の一元化
　○　都は、災害発生直後から迅速かつ的確に医療救護活動を行うことができるよう、東

京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コーディネーターを指定し、
医療救護に必要な情報を集約一元化しています。

　　
　○　また、大規模災害発生時において、コーディネーター間、自治体、医療機関との連
携手段を確保するため、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コ
ーディネーターに衛星携帯電話を配備しています。

　○　各区市町村においても、災害医療コーディネーターの指定を進めています。

＜災害医療コーディネーターの種別＞ 平成 29年４月現在

種　　別 役　　割

東京都災害医療
コーディネーター
（人数：３名）

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して
医学的な助言を行う都が指定する医師

東京都地域災害医療
コーディネーター
（人数：24名）

各二次保健医療圏の医療救護活動を統括・調整するため、都
が指定する医師
（島しょ保健医療圏を除き、代表・代理各１名指定）

区市町村災害医療
コーディネーター
（人数：112名）

区市町村内の医療救護活動を統括・調整するため、区市町村
に対して医学的な助言を行う区市町村が指定する医師

２   ＮＢＣ災害：核（Nuclear）、生物剤（Biological）、化学剤（Chemical）に起因する災害をいう。
３   事業継続計画（ＢＣＰ）：災害や事故などの予期せぬ出来事の発生により、限られた経営資源で最低限の

事業活動を継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにするために、事前に策定される行動計画

（Business Continuity Plan の略）
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　○　さらに、平時から、東京都地域災害医療コーディネーターが中心となって二次保健
医療圏ごとに地域災害医療連携会議４を開催し、地域の実情を踏まえた災害時の医療
連携体制について検討しています。

（２）医療救護班等の活動
　○　都は、病院又は区市町村の医療救護活動を応援・補完する立場から、都医師会、都

歯科医師会及び都薬剤師会などの関係機関と協定や委託契約を締結し、医療救護活動
の体制を確保しています。

＜医療救護班等の編成＞

区　　分 班　数
構　　成

医　師 看護師 事務その他

医療救護班 215班 1 1 1

都立・公社病院 26班 1 1 1

都医師会 92班 1 1 1

日赤東京都支部 32班 1 3 2

災害拠点病院 65班 1 1 1

都歯科医療救護班 110班 歯科医師　1 歯科衛生士等 1 1

都薬剤師班 200班 薬剤師３名で１班

　○　また、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局のほか、都医師会や日本赤十字社東京都支部など
の医療チームを有する医療関係団体等に対して、応援医療チームによる救護活動の協
力を要請します。

　○　急性期以降における医療救護班等は、被災者に対する健康管理（健康相談、メンタ
ルヘルス活動、保健予防活動等）、防疫活動（感染症予防等）、水や食品の安全確保、
避難所の環境衛生管理等を行います。

（３）情報連絡体制の確保
　○　医療機関の稼働状況など災害医療に関する情報を提供できるよう、全ての救急告示
医療機関と区市町村に広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）５を設置するととも
に、定期的に通信訓練を実施しています。

４   地域災害医療連携会議：東京都地域災害医療コーディネーターを中心に、病院、医師会・歯科医師会・薬

剤師会、区市町村等の関係機関を構成メンバーとして、情報共有や災害医療に関する具体的な方策の検討、

医療連携体制の構築を目的に、平時及び発災後に開催する会議
５   広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）：災害時の医療機関の稼働状況など災害医療に関わる情報を

共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供することを目的とするシ

ステム（Emergency Medical Information System の略）
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　○　また、災害拠点病院に防災行政無線や衛星電話等の配置を進め、多様な通信手段の
確保に努めています。

（４）搬送体制の確保
　○　被災地内の傷病者を的確に搬送できるよう、重症度、傷病者数及び搬送距離に応じ
て、陸路、空路及び水路による搬送手段を確保するため、関係機関と調整をしています。

　○　また、大規模災害発生時等には、傷病者の広域医療搬送を行うために航空搬送拠点
臨時医療施設（ＳＣＵ）６を都内３か所（東京国際空港（羽田空港）、有明の丘広域防
災拠点及び立川駐屯地）に設置することを予定しており、ＳＣＵに必要な医療資器材
を備蓄しています。

　○　さらに、一般財団法人日本救急医療財団と「災害時等の航空機による医療搬送等業
務の協力に関する協定」を締結して民間航空機（ヘリコプター）を活用するなど、搬
送機能を有する関係機関と協定を締結し、陸路、空路及び水路による搬送体制の確保
に努めています。

（５）災害医療体制の検証
　○　二次保健医療圏ごとに、医療機関同士の連携等について確認及び検証を行うため、
傷病者の搬送、受入医療機関の調整、医療救護班等の応援医療チームの要請や派遣な
どの図上訓練を実施しています。

（６）その他
　○　多数の負傷者が発生した場合、被災地内の限られた医療資源を最大限に活用するこ
とが重要なため、都は適切にトリアージ７が行われるよう、平時から医師・歯科医師
等を対象とした研修を実施しています。

６   航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）：広域搬送拠点に搬送された患者を被災地域外へ搬送するに当たり、

長時間の搬送に要する処置等を行う臨時医療施設（Staging Care Unit の略）
７   トリアージ：災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先

度を決めること。
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＜トリアージカテゴリー＞

順位 分類 識別色 傷病状態及び病態

第１
順位

最優先
治療群
（重症群）

赤　色
（Ⅰ）

生命を救うため、ただちに処置を必要
とするもの。窒息、多量の出血、ショッ
クの危険のあるもの

第２
順位

待機的
治療群

（中等症群）

黄　色
（Ⅱ）

ア　多少治療の時間が遅れても、生命に
は危険がないもの。
イ　基本的には、バイタルサインが安定
しているもの。

第３
順位

保留群
（軽症群）

緑　色
（Ⅱ）

上記以外の軽易な傷病で、ほとんど専
門医の治療を必要としないものなど。

第４
順位

死亡群
黒　色
（０）

既に死亡しているもの、又は明らかに
即死状態であり、心肺蘇生を施しても蘇
生の可能性のないもの

３　東京ＤＭＡＴの体制整備
　○　東京ＤＭＡＴの活動が確保できるよう、東京ＤＭＡＴを編成する東京ＤＭＡＴ指
定病院を 25か所指定するとともに、隊員養成研修や訓練等を継続的に実施し、平成
29年３月末現在、約 1,100 名の東京ＤＭＡＴ隊員を確保しています。

　○　発災直後から長時間、災害現場で医療提供などが行えるよう、情報通信機器や野営
資器材を搭載した「東京ＤＭＡＴカー」を、全ての東京ＤＭＡＴ指定病院に配備して
います。

　○　東京ＤＭＡＴが災害現場に迅速に到着して医療救護活動が行えるよう、これまで東
京ＤＭＡＴが出場した事例等を検証し、東京消防庁と連携して早期出場の試行をして
います。　

　○　さらに、東京ＤＭＡＴがＮＢＣ災害の現場でも安全に活動を行えるよう、東京ＤＭ
ＡＴ指定病院に、現場汚染に対する防護性能を備えた防護具等の装備品を配備してい
ます。

　
　○　また、ＮＢＣ災害に対する専門的な知見を有し、東京消防庁とＮＢＣ災害に対する
連携訓練を行っている東京ＤＭＡＴ隊員の医師等を、ＮＢＣ特殊災害チーム（５チー
ム）として指定しています。

４　医薬品等の供給体制の確保
　○　都の備蓄倉庫等に医療救護所等で使用する医薬品を備蓄しています。災害拠点病院
等には、災害時応急用資器材や医療救護班が使用する現場携行用医療資器材等を備蓄
しています。

 

 

（４）搬送体制の確保 

  ○ 被災地内の傷病者を的確に搬送できるよう、重症度、傷病者数及び搬送距離

に応じて、陸路、空路及び水路による搬送手段を確保するため、関係機関と調

整をしています。 

 

  ○ また、大規模災害発生時等には、傷病者の広域医療搬送を行うために航空搬

送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）6を都内３か所（東京国際空港（羽田空港）、有

明の丘広域防災拠点及び立川駐屯地）に設置することを予定しており、ＳＣＵ

に必要な医療資器材を備蓄しています。 

 

  ○ さらに、一般財団法人日本救急医療財団と「災害時等の航空機による医療搬

送等業務の協力に関する協定」を締結して民間航空機（ヘリコプター）を活用

するなど、搬送機能を有する関係機関と協定を締結し、陸路、空路及び水路に

よる搬送体制の確保に努めています。 

 

（５）災害医療体制の検証 

  ○ 二次保健医療圏ごとに、医療機関同士の連携等について確認及び検証を行う

ため、傷病者の搬送、受入医療機関の調整、医療救護班等の応援医療チームの

要請や派遣などの図上訓練を実施しています。 

 

（６）その他 

  ○ 多数の負傷者が発生した場合、被災地内の限られた医療資源を最大限に活用

することが重要なため、都は適切にトリアージ7が行われるよう、平時から医

師・歯科医師等を対象とした研修を実施しています。 

＜トリアージカテゴリー＞ 

順位  分類  識別色  
傷病状態及び病態  

第１

順位  

最優先  

治療群  

（重症群）  

赤  色  

（Ⅰ）  

生命を救うため、ただちに処置を必

要とするもの。窒息、多量の出血、シ

ョックの危険のあるもの  

第２  

順位  

待機的  

治療群  

（中等症群） 

黄  色  

（Ⅱ）  

ア  多少治療の時間が遅れても、生命

には危険がないもの。  

イ  基本的には、バイタルサインが安

定しているもの。  

第３  

順位  

保留群  

（軽症群）  

緑  色  

（Ⅱ）  

上記以外の軽易な傷病で、ほとんど

専門医の治療を必要としないものな

ど。  

第４  

順位  
死亡群  

黒  色  

（０）  

既に死亡しているもの、又は明らか

に即死状態であり、心肺蘇生を施して

も蘇生の可能性のないもの  

                                                  
6 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）：広域搬送拠点に搬送された患者を被災地域外へ搬送するに当たり、長時間

の搬送に要する処置等を行う臨時医療施設（Staging Care Unit の略） 
7 トリアージ：災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決

めること。  
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　○　また、被災者自身又は家族等が応急手当を行うことができるよう、各セルフケアセ
ット（大型救急箱）を都立学校等に備蓄しています。

　　
＜備蓄一覧＞ 平成 29年９月現在

区　　分 場所及び数量

災害時応急用医療資器材　（新７点セット） 災害拠点病院等　１０５セット

現場携行用医療資器材　　（現場携行バック） 災害拠点病院等　　８１セット

セルフケアセット　　　　（大型救急箱） 都立学校等　　　２５４セット

補充用医薬品等 備蓄倉庫　　約 74,000 人分

　○　医療救護活動に必要な医薬品・医療資器材を円滑に調達するため、民間の卸団体と
協定を締結しています。

　○　災害時、区市町村が、自ら医薬品を調達できるようにするため、区市町村と医薬品
卸売販売業者との協定締結を支援してきました。その結果、53区市町村（島しょ地
域を除く都内の全区市町村）が、協定を締結しています。

　○　平成 26年、医薬品ストックセンターを災害薬事センターに名称変更するとともに、
災害薬事センターのセンター長（災害薬事コーディネーター）は、地域の災害医療が
円滑に進むよう薬事に関する調整を行うこととしました。

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞医療機関の受入体制

　○　災害発生時に重症患者を確実に受け入れるため、東京湾北部地震及び多摩直下地震
等の被害想定などに基づき、引き続き体制整備を行っていく必要があります。

　○　また、発災直後の病院は、多くの負傷者に対して医療処置を行うことになるため、
発災時から可能な限り医療機能を継続できるよう、平時から地震や大雨等の災害に備
えることが必要です。

　○　更に、自然災害だけではなく、ＮＢＣ災害発生時にも医療機関が迅速に傷病者を受
け入れる体制の強化が必要です。

　○　一方、東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所の事故の際には、国が
想定した範囲（原子力施設の立地又は隣接する２４道府県）を超えて広範に放射線物
質が飛散し、住民が広域に避難する事態となったことから、それらを踏まえ、国は緊
急被ばく医療体制の見直しをする必要があります。
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（取組１）医療機関の受入体制の確保 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　二次保健医療圏ごとの医療資源や病院の収容能力、地域の実情等を踏まえ、災害拠
点病院の整備を進めます。

○　全ての病院に対し、病院建物の耐震診断や耐震補強工事等を促進するとともに、地
震や浸水被害など様々な事態に対応できるよう、医薬品の備蓄やライフラインの確保
を含めた事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を働きかけます。

○　災害拠点病院に対し、ＮＢＣ災害時における病院内の体制整備等に関する研修を実
施していきます。

○　実効性のある「緊急被ばく医療体制」を構築するよう、国に対し、引き続き提案要
求していきます。

＜課題２＞医療救護体制の強化

（１）区市町村等の医療救護体制
　○　災害時において円滑に医療救護活動を行えるよう、区市町村の体制強化を図る取組

が必要です。
　
　○　地域の実情に応じて構築している災害時の情報連絡系統や緊急医療救護所の設置場
所などが円滑に機能するよう、引き続き体制強化を図っていく必要があります。

（取組２－１）区市町村等の取組支援 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　区市町村職員及び区市町村災害医療コーディネーターに対し、医療救護活動拠点に
おける活動を中心とした研修を実施します。

○　各二次保健医療圏の地域災害医療連携会議の一層の活用や図上訓練等を実施し、災
害医療体制の充実・強化を図ります。

（２）医療連携体制
　○　区市町村の地域の実情に応じた取組を引き続き推進し、切れ目のない医療・介護の
提供、医療・介護関係者の情報共有、災害時の支援体制の確保等に取り組んでいく必
要があります。《再掲》

　
　○　また、首都直下型地震などの大規模災害に備え、災害時に妊産婦や乳幼児、精神障
害者等へ適切に対応できるよう、医療連携体制について検討する必要があります。
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　○　島しょでは、災害発生時において、限られた医療従事者による多くの傷病者への対
応が必要となるほか、本土からの物資の供給が滞ることも想定されるため、災害時に
おける医療提供体制整備の支援策について、検討する必要があります。

　　《再掲》
　
　○　災害時に都外から参集する応援医療チーム等を効果的に運用する体制を確保する必
要があります。

（取組２－２）医療連携体制の確保 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　在宅人工呼吸器使用者に関する災害時個別支援計画の作成を区市町村に働きかける
など、災害時の要支援者への支援体制の確保に向け、取組を進めます。
　《再掲》

○　災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚生労働省実施）へ医師等を派遣し、災害時
に災害医療コーディネーターをサポートし、小児・周産期医療に特化した調整役を担
う「災害時小児周産期リエゾン」を養成します。また、災害時小児周産期リエゾンと
災害医療コーディネーターが連携した総合防災訓練などを実施します。《再掲》

○　東京都こころのケア体制（東京ＤＰＡＴ）の体制整備を構築します。
　　また、東京ＤＭＡＴ、全国からの応援医療チーム、保健活動班等と情報共有や連携
を推進します。《再掲》

○　島しょにおける災害時の医療対応能力を高めるため、島しょ町村による取組につい
て、必要な支援を検討します。《再掲》

○　他道府県からの応援医療チームの受援体制や医療関係団体等との連携体制について
検討し、災害医療コーディネーターが各地域の被害状況に応じて迅速に派遣できる体
制を整備します。

（３）情報連絡体制・搬送体制
　○　発災直後から医療機関の被災状況等を迅速かつ的確に把握するため、情報連絡体制
の更なる強化を図ることが必要です。

　○　災害時に円滑に負傷者等を医療機関に搬送できるよう、搬送体制を確保することが
必要です。

（取組２－３）情報連絡体制・搬送体制の確保  [ 基本目標 Ⅱ ]

○　衛星携帯電話やＥＭＩＳなどの情報通信設備の整備を進めるとともに、これらが確
実に使用できるよう、引き続き通信訓練を実施していきます。
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○　大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制について検討するとともに、陸路、
空路及び水路を活用した搬送経路の確保を図っていきます。

○　ＳＣＵの設置に関する訓練を定期的に実施します。

（４）大規模イベント時の危機管理体制
　○　大規模イベント時において、緊急事態に迅速に対処できるよう、関係機関と連携し
て危機管理体制を整備することが重要です。

（取組２－４）危機管理体制の整備 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　「東京都が主催する大規模イベントにおける医療・救護計画ガイドライン」の見直
しを図り、大規模イベントでの多数傷病者の発生時に現場での医療救護や傷病者の搬
送等が迅速にできる体制を整備します。

（５）都民等への普及啓発
　○　都は、被災地の限られた医療資源を有効活用し、傷病者に対して確実に医療を提供
できるよう、災害医療体制を整備しています。この体制が十分機能するよう、都民等
に対し都の災害医療に関する知識と理解を深めることが必要です。

（取組２-５）災害医療に関する都民への普及啓発 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　都民等に対し、災害時における医療機関の役割分担など、災害医療に関する情報に
ついて、様々な機会を通じて普及啓発を行っていきます。

○　災害時の医療機関の役割やトリアージ等に関する普及啓発を行う区市町村の取組を
支援します。

＜課題３＞東京ＤＭＡＴの体制強化

　○　大規模地震などの自然災害への対応に加え、大規模事故などの都市型災害において
も必要な医療救護活動を行うため、東京ＤＭＡＴ隊員を継続的に養成する必要があり
ます。

　○　東京ＤＭＡＴカーが、緊急時の出場要請に対していつでも出場できる体制を確保す
る必要があります。

　○　また、東京ＤＭＡＴの早期出場に関する試行結果を踏まえ、東京ＤＭＡＴの体制な
どについて検討することが重要です。
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　○　更に、首都直下地震等の災害時における東京ＤＭＡＴの活動体制等を整理していく
とともに、ＮＢＣ災害時に東京ＤＭＡＴが安全かつ効果的に活動できるよう、継続し
て研修や訓練を実施する必要があります。

（取組３）東京ＤＭＡＴの体制確保 [ 基本目標 Ⅰ ]

○　東京ＤＭＡＴ指定病院に対して実践的な研修や訓練を実施し、1,000 人程度の東京
ＤＭＡＴ隊員を確保できるよう、継続的に隊員を養成します。

○　東京ＤＭＡＴカーの平常時の活用について、東京ＤＭＡＴ運営協議会等で具体的な
活用例などを検討するとともに、東京ＤＭＡＴ指定病院が平常時に活用する　よう働
きかけていきます。

○　東京ＤＭＡＴの早期出場に向けて、出場体制や養成研修のカリキュラムなどについ
て検討します。

○　東京ＤＭＡＴが首都直下地震等の災害時に、被害の大きい地域で迅速かつ確実に行
動できるよう、体制について検討します。

○　東京ＤＭＡＴに対し、ＮＢＣ災害に関する研修や訓練を実施するとともに、特殊災
害チームの充実・強化について検討します。

＜課題４＞医薬品等の供給体制の強化
　○　大規模震災等で交通規制が行われた場合でも、卸売販売業者が確実に医薬品等を医
療機関や救護所へ届けられるようにする必要があります。

　○　災害時、協定締結卸団体と円滑に連絡を取り合い、相互に情報共有するための連絡
手段を確保する必要があります。

　○　医薬品等の供給を円滑に行うため、災害薬事コーディネーターとしての職責を全う
するために必要な知識・資質を持った人材（災害薬事リーダー）を地域ごとに確保す
る必要があります。

　○　東日本大震災以降に構築した卸売販売業者中心の医薬品等供給体制について、適切
な運用のあり方を検討し、医療機関や救護所で必要となる医薬品等を円滑に供給する
必要があります。
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（取組４）医薬品等の供給体制の確保 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　協定締結卸団体に所属する卸売販売業者の車両のうち、必要な台数を緊急通行車両
として事前登録します。

○　協定締結卸団体に配備した災害時優先携帯電話と業務用無線を使用した通信訓練を
定期的に実施します。

○　地域の災害薬事リーダーを育成するための実践的な研修を計画的に実施します。

○　関係機関とともに医薬品等の供給に当たっての基本的な考え方を整理し、災害時に
おいて、これまで構築した医薬品等供給体制をより円滑に運用していきます。

事業推進区域　�
○　広域搬送・連携：都全域
○　入院医療：広域な区域（複数の区市町村、生活圏、二次保健医療圏等）
○　医療救護所：区市町村

評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１ 災害拠点病院の指定数 80病院 増やす

取組１ 災害拠点病院の耐震化率 92.5％ 100％

取組２－３
複数の災害時の通信手段の確保率
（災害拠点病院）

76.3％ 100％

取組２－３
ＥＭＩＳ等を活用した訓練を実施し
ている病院の割合

61.6％ 100％

取組２－３
広域医療搬送を想定した訓練の実施
回数

― 年１回

取組３ 東京ＤＭＡＴの隊員数 1,097 人
1,000 人を
維持

※現状
　「災害拠点病院の指定数」「災害拠点病院の耐震化率」：平成 29年４月１日現在
　「複数の災害時の通信手段の確保率（災害拠点病院）」：平成 28年度災害拠点病院の現況調査
　「ＥＭＩＳ等を活用した訓練を実施している病院の割合」：平成 29年３月　ＥＭＩＳ入力訓練結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（救急告示医療機関を対象に実施）
　「東京ＤＭＡＴの隊員数」：平成 29年３月１日現在
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＜発災直後から急性期までの連携体制＞
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＜災害時の医薬品の供給体制＞
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協定締結

団体 

東京都災害医療
コーディネーター 

供
給

発
注 

卸 

発
注

依頼 
東京都 

相
談 

②要請 

供
給 

①
発
注

都災害対策本部 

地域災害医療 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

病院･診療所・ 
歯科診療所・薬局 

医療
救護所

供
給 

区市町村(災害薬事センター) 
災害薬事コーディネーター：薬剤師会 

避難所

①　区市町村は、卸売販売業者へ必要な医薬品を発注し、卸売販売業者が区市町村へ納品
する。

②　区市町村での調達が不可能な場合は、区市町村は都へ調達を要請し、都が災害時協力
協定締結団体へ依頼する。団体の会員である卸売販売業者が区市町村へ納品する。
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現　状　�
１　へき地医療体制の現況
　○　都では、山村振興法（昭和 40年法律第 64
号）、離島振興法（昭和 28年法律第 72号）、
過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法
律第 15 号）により指定されている奥多摩町
及び檜原村、島しょ地域の大島町、利島村、
新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈
町及び青ヶ島村並びに小笠原諸島振興開発特
別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）の対象
である小笠原村の計３町８村を医療の確保が
必要なへき地として位置付け、様々な施策を
行っています。

　○　奥多摩町と八丈町では町立病院が、その他
の町村では国民健康保険立や町村立の診療所
が設置・運営され、都における無医町村はあ
りません。
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○ 地理的条件や財政状況から、へき地町村が独力で医療従事者の確保・定着や、

医療提供体制を整備することが困難となっています。 

 

○ へき地医療機関は、本土医療機関と比べ、人的・物的医療資源が限られており、

また、そこに勤務する医療従事者は、1 人で多岐にわたる業務を行う必要があり

ます。 

 

２ 自然災害発生時の状況 

へき地では津波・噴火・台風・降雪等の自然災害の影響を受けやすく、例えば、

平成 12 年には三宅島噴火災害が、平成 25 年には大島土砂災害が発生し、島内で

は対応できない負傷者を本土医療機関へ搬送するほか、本土から医療従事者を派遣

し、被災地での医療救護活動に取り組みました。 

 

 

 これまでの取組  

１ 東京都へき地医療対策協議会 

○ 平成５年にへき地勤務医師等医療技術者の安定的確保を図るために設置した東

京都へき地勤務医師等確保協議会と、平成 17 年にへき地医療支援策の充実を図

地区名 世帯数 人口
うち老年人口
（65歳以上）

面積
(㎢)

国保診療所等
病
床
数

医
師
数

大島町
（109km）

4,752 8,015
2,916

(36.38%)
91.06 大島医療センター 19 7

利島村
（134km）

173 315
78

(24.76%)
4.12 利島村診療所 ― 1

本村診療所 8 3

若郷診療所（出張） ― ―

式根島診療所 2 1

神津島村
（172km）

896 1,878
548

(29.18%)
18.87 神津島村診療所 6 2 神津島支所

中央診療所 12 3

坪田診療所（休止） ― ―

阿古診療所（休止） ― ―

御蔵島村
（199km）

168 303
55

(18.15%)
20.58 御蔵島村診療所 2 1

八丈町
（287km）

4,387 7,706
2,907

(37.72%)
72.62 町立八丈病院 54 6

青ヶ島村
（358km）

108 160
24

(15.00%)
5.98 青ヶ島村診療所 2 1

小笠原村診療所 9 3

小笠原村母島診療所 4 1

15,016 26,307
8,996

(34.20%)
9281179.004

檜原村 1,189 2,283
1,111

(48.66%)
105.42 檜原診療所 2 2

奥多摩病院 43 3

日原診療所（出張） ― ―

蜂谷診療所（出張） ― 1

3,858 7,553
3,683

(48.76%)
65450.133

18,874 33,860
12,679

(37.45%)
5336120.237

注：

東　　京　　都　　へ　　き　　地　　保　　健　　医　　療　　体　　制

管轄保健所

島
し

保
健
医
療
圏

島
し

保
健
所

大島出張所

新島村
（151km）

1,361 2,753
1,071

(38.90%)
新島支所

三宅村
（179km）

1,681 2,583
1,001

(38.75%)
三宅出張所

八丈出張所

小笠原村
（984km）

1,490 2,594
396

(15.27%)
小笠原出張所

西
多
摩
保
健

医
療
圏

西多摩保健所

奥多摩町 2,669 5,270
2,572

(48.80%)

27.83

55.50

104.41

225.63

島しょ地域計　（A）

山間地域　計（B)

総計（A)＋（B)

（１）　東京からのおよその距離は、東京都総務局「東京諸島の概要（伊豆諸島・小笠原諸島）－平成28年－」による。
       新島村の距離は新島までの距離を、小笠原村の距離は父島までの距離を例示した。
（２）　世帯数および人口は、東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（平成29年1月1日現在）による。
（３）　医療機関関係の内容は平成28年4月1日現在。歯科診療所及び個人、法人立の診療所を除く。

　○　地理的条件や財政状況から、へき地町村が独力で医療従事者の確保・定着や、医療
提供体制を整備することが困難となっています。

　○　へき地医療機関は、本土医療機関と比べ、人的・物的医療資源が限られており、ま
た、そこに勤務する医療従事者は、1人で多岐にわたる業務を行う必要があります。

２　自然災害発生時の状況
　　へき地では津波・噴火・台風・降雪等の自然災害の影響を受けやすく、例えば、平成
12年には三宅島噴火災害が、平成 25年には大島土砂災害が発生し、島内では対応で
きない負傷者を本土医療機関へ搬送するほか、本土から医療従事者を派遣し、被災地で
の医療救護活動に取り組みました。

これまでの取組　�
１　東京都へき地医療対策協議会
　○　平成５年にへき地勤務医師等医療技術者の安定的確保を図るために設置した東京都
へき地勤務医師等確保協議会と、平成 17年にへき地医療支援策の充実を図るために
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設置した東京都へき地医療支援計画策定会議を統合し、平成 25年 10 月に東京都へ
き地医療対策協議会を設置し、へき地医療支援計画及びへき地勤務医師等（医師、歯
科医師）派遣計画の策定をはじめ、その他へき地医療対策に係る総合的な意見交換等
を行っています。

２　東京都へき地医療支援機構
　○　国の第９次へき地保健医療計画に基づき、平成17年４月に常勤の専任担当官（医師）
を配置した、東京都へき地医療支援機構を設置し、支援事業の企画・調整を行ってい
ます。

　＜主な事業内容＞
　　①へき地医療支援の総合的な企画・調整
　　②へき地医療支援計画の策定
　　③へき地勤務医師等派遣計画の策定　
　　④へき地医療従事者の開拓・育成・業務支援

３　へき地医療従事者の確保支援
（１）医療従事者の確保支援　
　①　自治医科大学
　　○　都は、昭和 47年に全都道府県が設立者となって設置された学校法人自治医科大

学に対して授業料等の修学資金を含めた運営経費等を負担しています。

　　○　東京都枠で入学した学生（２～３人／年）に対し、在学中から東京都のへき地医
療の理解を深める研修を実施する等、へき地勤務を行う総合医の養成を行い、卒業
後は東京都のへき地医療機関に派遣しています。

　②　へき地勤務医師等確保事業
　　○　自治医科大学卒業医のみでは医師を充足することが困難であるため、へき地勤務

医師等派遣計画に基づき、都内大学病院等（事業協力医療機関）から医師等を定期
的に派遣し、医師等の長期的、安定的な確保を図っています。

　③　東京都地域医療支援ドクター
　　○　地域医療の支援に意欲を持ち、医師経験５年以上の即戦力となる医師を都職員と

して採用し、多摩・島しょ地域の医師不足が深刻な市町村公立病院等に一定期間派
遣し、地域の医療体制の確保を支援しています。《再掲》

　④　市町村公立病院等医師派遣事業
　　○　へき地の公立医療機関等に派遣される医師に対するインセンティブを付与するた

め、へき地町村が事業協力医療機関等から派遣された医師に支給する医師派遣手当
に対して補助金を交付することにより、医師の安定的な確保を図っています。
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　⑤　東京都地域医療医師奨学金
　　○　医師確保が困難な、小児医療・周産期医療・救急医療・へき地医療に将来医師と

して従事する意思がある学生に奨学金を貸与することにより、都内の医師確保が必
要な地域や診療科の医師の確保を図っています。《再掲》

　⑥　無料職業紹介事業
　　○　平成 21年に東京都へき地医療支援機構内に東京都へき地医療支援機構無料職業

紹介事業所を設置し、医師を始め歯科医師、薬剤師、（准）看護師などの医療従事
者を対象として、職業安定法（昭和 22年法律第 141号）に規定される無料職業紹
介事業を行うことにより、医療従事者の確保が困難なへき地町村を支援しています。

（２）へき地医療の普及・啓発
　○　東京都へき地医療支援機構では、島しょに関連するイベント等を利用してへき地医
療のＰＲを行っています。へき地医療の魅力を伝え、へき地医療に興味を持つ医療従
事者の裾野を広げることにより、勤務を希望する医療従事者の増加を目指しています。

　○　平成 28年度からは、看護職員等を対象とした島しょ町村が行う確保・定着のため
の現地見学会などの事業を支援しています。

４　へき地の診療を支援する取組　
（１）救急搬送体制
　○　島しょの医療機関で対応できない救急患者が発生した場合には、町村長の要請に基

づき、東京消防庁及び海上自衛隊のヘリコプター等により、へき地医療拠点病院で島
しょ医療の基幹病院である都立広尾病院を中心として、都立病院やその他の高度医療
機関に、365日 24時間搬送する体制を整備しています。

　○　搬送に当たっては、都立広尾病院の医師や自治医科大学卒業医師等が必要に応じて
添乗する体制も整備しています。

　○　山間地域の救急患者を搬送する場合には、必要に応じヘリコプターに医師が添乗し
て出動する体制を東京消防庁が整備しています。

　○　東京消防庁のヘリコプターを利用した救急患者の搬送体制を一層拡充するため、こ
れまでの都立病院等に加え、平成 19 年 11 月に屋上ヘリポートを有する等の民間、
国立を含めた７病院と、島しょ地域における救急患者の受入れや医師の搭乗に関する
協定を締結し、東京型ドクターヘリとして運用を開始しました。

　○　平成 29年 10 月現在で、東京型ドクターヘリ協力病院は、都立病院等と民間、国
立病院を含めた 11病院となりました。
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　○　平成 20年度から救急患者搬送時の運用を開始した米軍基地の赤坂プレスセンター
のヘリポートが使用できるようになり、平成 24年１月からは、それまで使用できな
かった土曜日、日曜日及び米国の祝日についても使用可能となり、救急患者搬送体制
の充実が図られました。

（２）画像電送システム
　○　平成６年から、島しょ医療機関の診療支援事業として都立広尾病院放射線科・救命
救急センターと島しょの診療所等との間に画像電送装置を設置し、専用回線を通じて
単純エックス線、ＣＴ、内視鏡等の医療用画像を送受信することにより、へき地にい
ながらにして専門医師の助言を受けられるシステムを構築しています。

　○　また、平成 22年には新たにＷｅｂ会議機能を付加し、研究会や症例検討会を行う
など、より利便性の高いシステムとなるよう随時更新しています。

（３）代診医師の確保
　○　へき地医療機関に勤務する医師が研修・休暇等で一時的に不在になる場合に代診の
医師（自治医科大学卒業医師、都登録医、都立病院医師、協力病院医師、支援機構専
任担当医師）を派遣し、医師の自己研鑽

さん

等の機会を十分に確保できるようにしていま
す。

（４）専門医療
　○　都では、昭和 33年に始まった巡回診療を見直し、各町村が主体的に医療ニーズに
合った診療科の選択・確保ができるよう、平成 14年度からへき地専門医療確保事業
を開始しています。

　○　へき地町村が眼科、耳鼻咽喉科などの専門診療を実施する際、専門医を確保するた
めの調整を行うとともに、その経費を補助することにより、へき地の医療機関では対
応困難な専門医療の確保を図っています。

　　
５　へき地医療提供体制の整備
　○　へき地医療機関の診療基盤を確保するため、へき地町村が行う診療所及びその医師
住宅、看護師住宅の新設、増改築及び改修や診療所に必要な医療機器の購入に要する
経費の補助を実施しています。

　○　町村が行う医師等の確保に関する取組を支援し、医療提供体制を確保するため、へ
き地町村に対し診療所勤務医師・歯科医師の給与費補助を実施しています。

　○　地域医療の確保と向上を図るため、多摩及び島しょにおける市町村公立病院の運営
費を補助しています。
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　○　小笠原諸島の総合的な振興開発計画の一環として、村立診療所の運営に係る経費の
補助を実施し、医療の確保を図っています。

　○　本土の医療機関で透析治療を受けている腎臓病の患者が住み慣れた地域で透析治療
を受けられるよう、島しょ地域の透析医療の体制を支援するため、人工透析に係る運
営費の一部を補助しています。

　○　分娩を取り扱う医療機関に対して、産科医療機関として必要な医療機器の購入に要
する経費を補助することにより、身近な地域で安心して出産できる環境を整備してい
ます。

　○　へき地の患者を最寄医療機関まで輸送するための車両（患者輸送車）の運行に要す
る経費を補助し、へき地における住民の医療を確保しています。
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 課題と取組の方向性  

＜課題１＞へき地に勤務する医療従事者の安定的な確保 

○ へき地医療に携わる医療従事者は、少人数で地域医療全般にわたる様々な役割

を担うことが求められる一方で、都市部と比べて雇用条件を始めとした勤務環境

が十分に整っていないため、その確保が困難となっています。このため、医療従

事者確保の取組を引き続き支援していく必要があります。 

 

 ○ 今後自治医科大学卒業医師が減少するため、これまでの医師確保対策を更に促

進する必要があります。 

 

○ へき地医療に興味を持つ医療従事者を増やすため、へき地医療に関する普及啓

救急患者受入

救急患者搬送

東 京 都  へ き 地 医 療 支 援 体 制

平成２９年４月１日現在

　・医師派遣（長期・短期・臨時）

　・専門診療班派遣

　・救急患者搬送添乗医師派遣

・看護職員派遣（臨時）

　画像電送による診療支援（島しょ）

　代診医派遣等

東京都へき地医療支援機構

【東京都へき地医療対策協議会】

・ へき地医療支援計画の策定に関すること

・ へき地勤務医師等派遣計画の策定に関すること

・ へき地における医師等医療技術者の安定的確保に関すること

・ へき地医療対策に係る総合的な意見交換、調整等

・ へき地医療支援の総合的な企画・調整に関すること

・ へき地医療支援計画の策定に関すること

・ へき地勤務医師等派遣計画の策定に関すること
・ へき地医療従事者の開拓・育成・業務支援

主な事業内容

・長期派遣

・短期派遣

・臨時派遣

協力医療機関

専門診療協力医療機関

救急患者搬送
協定締結病院

臨時派遣協力医療機関

確保事業協力医療機関

へき地医療拠点病院

（都立広尾病院）

救急患者搬送
協力医療機関

その他の協力機関

海上自衛隊

東京消防庁 海上保安庁

へき地医療支援等

総 合 調 整

臨時派遣（代診）

医療従事者

登録医
自治医科大学卒業義務年限医

無料職業紹介事業所

紹介

へき地医療機関

西多摩地域

奥多摩町・檜原村

島しょ地域

大島・利島・新島・式根島・

神津島・三宅島・御蔵島・

八丈島・青ヶ島・

小笠原父島・母島

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞へき地に勤務する医療従事者の安定的な確保

　○　へき地医療に携わる医療従事者は、少人数で地域医療全般にわたる様々な役割を担
うことが求められる一方で、都市部と比べて雇用条件を始めとした勤務環境が十分に
整っていないため、その確保が困難となっています。このため、医療従事者確保の取
組を引き続き支援していく必要があります。

　○　今後自治医科大学卒業医師が減少するため、これまでの医師確保対策を更に促進す
る必要があります。

　○　へき地医療に興味を持つ医療従事者を増やすため、へき地医療に関する普及啓発を
推進していく必要があります。
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 （取組１）医療従事者確保の支援  [ 基本目標 Ⅳ ]

○　自治医科大学においてへき地勤務を行う総合医を養成するとともに、卒業した医師
をへき地医療機関に引き続き派遣します。
　
○　へき地勤務医師等確保事業や東京都地域医療支援ドクター事業など既存の医師確保
事業を着実に実施するほか、多様な方法により、地域の医療体制の確保を進めます。

○　東京都へき地医療支援機構が行う無料職業紹介事業の充実を図るほか、島しょ町村
が行う医療従事者確保策を支援します。

○　ＳＮＳ等による情報発信や各種イベントの活用、東京都へき地医療支援機構のホー
ムページの充実により、へき地医療について普及・啓発を図ります。

○　島しょ町村が行う看護職員の定着・確保のための事業（現地見学会）の支援について、
対象をその他の医療従事者にも広げたうえで、引き続き支援します。

＜課題２＞医師の診療支援

　○　へき地医療機関に勤務する医師は、１人又は少人数でへき地における医療を支えて
おり、出張や研修の受講、休暇の取得などのためには、代替の医師の確保が必要です。

　○　へき地での診療には幅広い対応が求められるため、専門医療や高度医療が必要とな
った時の支援や取組が必要です。

　○　患者ニーズの専門化・多様化により、島の医療では対応できない専門診療の取組を
さらに推進していく必要があります。

 （取組２）へき地勤務医師の診療支援　 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　へき地医療機関に勤務する医師の自己研鑽等の機会や休暇の取得などが可能となる
よう代診医師を確実に派遣することにより勤務環境の改善に引き続き努めます。

○　島しょ医療機関とへき地医療拠点病院である都立広尾病院を結んでいる画像電送シ
ステムの遠隔読影及びWeb 会議の機能を活用し、症例検討や情報交換を行います。
また、遠隔診療への応用や他の協力病院への接続などの活用について検討し、医師の
医療活動等を支援します。
 
○　東京消防庁及び海上自衛隊等と連携し、島しょの医療機関では対応できない患者を
本土の医療機関に円滑かつ迅速に搬送する体制を強化し、島しょ町村の救急業務を補
完するとともに、島しょに勤務する医師の診療を支援します。
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○　患者ニーズに対応するため、町村が希望する専門診療の拡充について支援を検討し
ます。

＜課題３＞医療提供体制整備

　○　へき地町村の財政力は脆弱なため、へき地町村における医療機関の施設及び医療機
器等の老朽化に対応することが困難です。このため、へき地町村が行う施設等の整備
事業について、引き続き支援していく必要があります。また、人件費を含む医療機関
における運営費についても引き続き支援していく必要があります。

（取組３）医療提供体制整備の支援　 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　へき地町村の医療提供体制の確保及び向上を図るため、へき地町村が行う診療所及
び医師住宅等の新設、増改築及び改修に要する経費のほか、へき地町村が行う医療機
器の購入に要する経費を引き続き補助します。

○　へき地町村の財政状況を鑑み、へき地医療機関の運営に要する経費を引き続き支援
します。

＜課題４＞本土医療機関からの円滑な退院（帰島）支援

　○　本土の医療機関に入院した島しょの患者が、住み慣れた島で安心して療養生活に移
行することができるよう、本土の医療機関と島しょ医療機関等との連携を強化し、切
れ目ない支援を行う必要があります。

　○　また、島しょにおける医療・介護資源は、島により様々な状況にあります。

（取組４）切れ目ない多職種連携の推進 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　医療・介護の多職種間における顔の見える関係を築くことができるよう、Web 会
議システムなどのＩＣＴを活用した取組を支援するほか、島しょの医療・介護資源の
状況に応じた退院支援の方策について検討します。

＜課題５＞災害時における医療提供体制の支援

　○　島しょでは、災害発生時において、限られた医療従事者による多くの傷病者への対
応が必要となるほか、本土からの物資の供給が滞ることも想定されるため、災害時に
おける医療提供体制整備の支援策について、検討する必要があります。

（取組５）災害時における医療提供体制整備の支援 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　島しょにおける災害時の医療対応能力を高めるため、島しょ町村による取組につい
て、必要な支援を検討します。
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１
へき地町村が必要とする医師充足率※１

（へき地町村の医師派遣要請に対する充
足率※２）

96.4％
（100％）

100％

取組１ 医師確保事業協力病院等数※３ 9 病院 11病院

取組２ 画像電送システムの充実※４ 遠隔読影
Web会議等

用途拡充

取組２ 専門診療日数※５ 1,143 日 増やす

※１～３：平成29年4月1日現在
※４、５：平成28年度実績
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現　状　�
１　母子保健指標の動向
　○　全国の出生数は減少傾向にありますが、都の出生数については平成 27年は 11万
3,194 人と、平成 25年と比較して 3,20 ８人増加しています。リスクの高い低出生
体重児 3数は、全国では減少していますが、都では平成 25年の１万 352 人に対して
平成 27年は１万 313 人とほぼ横ばいになっています。また、リスクの高まる 35歳
以上の母からの出生数は全国的に増加傾向にありますが、平成 27年における 35歳
以上の母からの出生数の割合は全国では 28.1％なのに対し、都では 36.3％と全国を
上回っています。

出生数・低出生体重児・３５歳以上の母からの出生数の推移

東京都 全国

平成 25 年 平成 27 年 平成 25 年 平成 27 年

出生数 109,986 人 113,194 人 1,029,816 人 1,005,677 人

低出生体重児 10,352 人 10,313 人 98,624 人 95,206 人

35歳以上の母からの出生数 38,389 人 41,047 人 277,403 人 282,159 人

35 歳以上の母からの出生数
の割合 34.9% 36.3% 26.9% 28.1%

資料：人口動態統計

○　 安心して子供を産み育てることができる環境づくりの推進を図ることを目的とし

て、周産期医療体制の一層の充実を図ります。

○ 　リスクに応じた妊産婦・新生児へのケアを強化するとともに、母体救命が必要な

ハイリスク妊産婦への対応を強化します。

○ 　児と家族が安心・安全な療養生活を送れるよう、ＮＩＣＵ 2 等長期入院児に対す

る在宅移行支援を充実強化します。

１   周産期医療：妊娠期から産褥期までの母体・胎児に対する主として産科的医療と、病的新生児に対する医

療を合わせた医療をいう。産科・小児科双方からの一貫した総合的な医療体制が必要であることから、特

に「周産期医療」と表現されている。

　  なお、統計上、「周産期」とは、妊娠 22 週から出生後７日未満までの期間を指すが、周産期医療の対象は

この期間に限らない。
２   ＮＩＣＵ（Neonatal Intensive Care Unit：新生児集中治療管理室）：新生児の治療に必要な保育器、人

工呼吸器等を備え、24 時間体制で集中治療が必要な新生児の治療を行う場
３   低出生体重児：出生体重 2,500ｇ未満の新生児
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４   新生児死亡率：年間出生数 1,000 に対する年間新生児死亡数（新生児：出生日を０日と数えた場合に、生

後０日から 28 日未満の児）
５   周産期死亡率：年間出産数（後期死産数：妊娠 22 週以降の死産数＋出生数）1,000 に対する年間周産期死

亡数（後期死産数＋年間早期新生児死亡数：生後１週間未満の死亡）
５   妊産婦死亡：妊娠中又は妊娠終了後満 42 日未満の女性の死亡で、妊娠の期間及び部位には関係しないが、

妊娠若しくはその管理に関連した又はそれらによって悪化したすべての原因によるもの。ただし、不慮又

は偶発の原因のものを除く。

東京都の低出生体重児の出生状況（体重別）

7,443 8,679 9,105 10,147 10,352 10,313

96,823 100,209 96,542
108,135 109,986 113,194
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35 歳以上の母からの出生下図の推移

84,707 83,692 
74,180 73,975 71,597 72,147 

12,116 16,517 22,362 
34,160 

38,389 41,047 

125
165

232

316
349 363

0

100

200

300

400

500

600

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成7年 12年 17年 22年 25年 27年

出
生
数
（
出
生
千
対
）

出
生
数
（
人
）

35歳以上の母からの出生

35歳未満の母からの出生

35歳以上の母からの出生（出生千対）

出典：人口動態統計

　○　新生児医療技術の向上や周産期医療体制の充実等もあり、新生児死亡率 4（出生千対）
及び周産期死亡率 5（出産千対）は減少しており、いずれも都は全国よりも低い数値で
推移しています。また、妊産婦死亡 6 数も平成 25年の３人から平成 27年には２人
と減少しています。

新生児死亡率・周産期死亡率の推移

東京都 全国

平成 25 年 平成 27 年 平成 25 年 平成 27 年

新生児死亡率（出生千対） 0.9 0.8 1.0 0.9

周産期死亡率（出産千対） 3.6 3.2 3.7 3.7
資料：人口動態統計

２　都の周産期医療資源
　○　分娩取扱機関数は、平成 23 年の 188 施設から平成 26 年には 169 施設と減少し

ています。

　○　産科・産婦人科及び小児科の医師数については、平成 24 年の 5,516 人に対し平
成 26年は 5,646 人と 130 人増加（2.4％増）しているものの、医師総数の増加率が
4.2％であることに比べると低いことなどから、周産期医療を提供する体制がいまだ
十分とは言えない状況です。
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都内の医療施設に従事する医師数の推移（診療科重複計上）

平成 24 年 平成 26 年 増加数 増加率

総数 39,116 人 40,769 人 1,653 人 4.2%

産科・産婦人科 1,598 人 1,638 人 130 人 2.4%

小児科 3,918 人 4,008 人
資料：医師・歯科医師・薬剤師調査

　○　ハイリスク妊産婦や低出生体重児の増加等を踏まえ、都では出生１万人対 3０床を
基本として、都全域でＮＩＣＵ病床の整備を進めてきました。平成 29年３月現在、
ＮＩＣＵ病床は都全域で 329 床ありますが、そのうち都の周産期医療ネットワーク
に参画している周産期母子医療センター 7及び周産期連携病院 8では 321 床が整備さ
れ、平成 25年３月時点の 291床から増加しています。

出生数・ＮＩＣＵ病床数・出生 1 万人当たりのＮＩＣＵ病床数の推移
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

出生数 109,986 人 110,629 人 113,194 人 ― ―

ＮＩＣＵ病床数 291床 294 床 315 床 326 床 329 床

うち周産期母子医療セ
ンター及び周産期連携
病院のＮＩＣＵ病床数

291床 294 床 300 床 318 床 321 床

出生１万人当たりのＮＩＣＵ
病床数

26.5 床 26.6 床 27.8 床 ― ―

※ＮＩＣＵ病床数は各年３月時点の数字
資料：人口動態統計、福祉保健局資料

これまでの取組　�
１　周産期医療施設の整備
　○　都では、平成 27年３月に改定した「東京都周産期医療体制整備計画」に基づき、
各周産期医療施設においてリスクに応じた役割分担やそれに基づく医療機関相互の連
携体制を強化しています。

７   周産期母子医療センター：産科・小児科双方から一貫した総合的かつ高度な周産期医療が提供できる施設。

産科では緊急帝王切開術等に速やかに対応する体制、小児科では新生児集中治療管理室等の医療設備を備

えている。総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターがあり、施設・設備の状況や体制

によって、都道府県知事が指定・認定する。
８   周産期連携病院：周産期母子医療センターとの連携のもと、産科の 24 時間体制に加え、産科医師、小児

科医師、麻酔科医師の当直（オンコール）体制を確保し、ミドルリスクの妊産婦に対応する病院
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９   多摩新生児連携病院：周産期母子医療センターの少ない多摩地域において、比較的リスクの高い新生児の

診療を行うため、24 時間体制での新生児搬送の受入れや、周産期母子医療センターからの逆紹介等に対応

する施設
10   周産期搬送コーディネーター：総合周産期母子医療センターの担当する周産期搬送ブロック内では受入困

難な母体及び新生児について、24 時間体制で全都域を対象に搬送調整を行うコーディネーター

　○　平成 29年４月現在、産科・小児科双方から一貫した総合的かつ高度な周産期医療
を提供する周産期母子医療センターを 27施設、ミドルリスク妊産婦に対応する周産
期連携病院を 10施設指定し、それぞれの役割に応じた機能分担を図っています。

東京都における周産期医療体制のイメージ図

 

周産期連携病院を 10 施設指定し、それぞれの役割に応じた機能分担を図ってい

ます。 

 

東京都における周産期医療体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都では、周産期母子医療センターの運営や施設・設備整備に対する支援を行い、

平成29年３月現在、都全域で329床あるＮＩＣＵのうち、321床を周産期母子医

療センター及び周産期連携病院に整備しています。しかし、高年齢の出産などの

ハイリスク妊産婦は増加傾向にあり、リスクの高い低出生体重児の出生数は近年

は１万人を超える数で推移するなど、引き続きＮＩＣＵの必要性が高い状況が続

いています。 

 

２ 周産期搬送体制の整備 

○ 都では、都内を８つのブロックに分け、妊産婦や新生児の状態に応じた、きめ

細やかな搬送体制を構築しています。 

 

○ 緊急に母体救命処置が必要な妊産褥婦について、救急医療と周産期医療が連携

して迅速に受入先を確保する仕組みを「東京都母体救命搬送システム」（以下「母

体救命搬送システム」という。）として定め、平成21年３月に運用を開始してい

ます。救命救急センターと総合周産期母子医療センターの密接な連携により、緊 

 

9 多摩新生児連携病院：周産期母子医療センターの少ない多摩地域において、比較的リスクの高い新生児の診療を

行うため、24時間体制での新生児搬送の受入れや、周産期母子医療センターからの逆紹介等に対応する施設 

10 周産期搬送コーディネーター：総合周産期母子医療センターの担当する周産期搬送ブロック内では受入困難な母

体及び新生児について、24時間体制で全都域を対象に搬送調整を行うコーディネーター 

 

一次（正常分娩等ローリスク） 
産婦人科病院、診療所、助産所 

二次（ミドルリスク）

周産期連携病院 

周産期搬送  
コーディネーター10

母体救命対応総合周産期母子医療センター  
（スーパー総合周産期センター） 

 

多摩新生児連携病院 9 

他の搬送 
ブロック 

他の搬送 
ブロック 

周産期搬送ブロック 

三次（ハイリスク） 
周産期母子医療センター

総合周産期母子医療センター救命救急センター 
連携

　○　都では、周産期母子医療センターの運営や施設・設備整備に対する支援を行い、平
成 29年３月現在、都全域で 329 床あるＮＩＣＵのうち、321 床を周産期母子医療
センター及び周産期連携病院に整備しています。しかし、高年齢の出産などのハイリ
スク妊産婦は増加傾向にあり、リスクの高い低出生体重児の出生数は近年は１万人を
超える数で推移するなど、引き続きＮＩＣＵの必要性が高い状況が続いています。

２　周産期搬送体制の整備
　○　都では、都内を８つのブロックに分け、妊産婦や新生児の状態に応じた、きめ細や
かな搬送体制を構築しています。

　○　緊急に母体救命処置が必要な妊産褥婦について、救急医療と周産期医療が連携して
迅速に受入先を確保する仕組みを「東京都母体救命搬送システム」（以下「母体救命
搬送システム」という。）として定め、平成 21年３月に運用を開始しています。救
命救急センターと総合周産期母子医療センターの密接な連携により、緊急に母体救命
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処置が必要な妊産褥婦を必ず受け入れる施設である母体救命対応総合周産期母子医療
センター（以下「スーパー総合周産期センター」という。）については、平成 29年
４月現在、６施設に拡充しました。

母体救命搬送システムの概要

 

急に母体救命処置が必要な妊産褥婦を必ず受け入れる施設である母体救命対応

総合周産期母子医療センター（以下「スーパー総合周産期センター」という。）

については、平成29年４月現在、６施設に拡充しました。 

 

母体救命搬送システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ハイリスク妊産婦の増加等により母体救命搬送事例件数は増えているものの、

スーパー総合周産期センターや救急医療機関等の協力により、搬送先を選定する

平均時間はおおむね10分程度で推移しており、迅速に母体救命処置を行うシステ

ムが円滑に運用されています。 

  

 
・昭和大学病院（品川区）           ・日本赤十字社医療センター（渋谷区）
・日本大学医学部附属板橋病院（板橋区）   ・都立墨東病院（墨田区） 
・都立多摩・小児総合医療センター（府中市） ・杏林大学医学部付属病院（三鷹市） 

母体救命搬送システム 

脳卒中や出血性ショックなど重症な疾患により緊急に母体救命処置を必要とする妊婦
等が、近くの救急医療機関等で受入れが決まらない場合に、「スーパー総合周産期センタ
ー」が必ず受け入れることで、受入先の選定にかかる時間をできるだけ短縮し、迅速に診
療を受けられるようにするシステム。 

※ 本システムの対象となるのは、脳卒中や出血性ショックなど重症な疾患により、緊急
に母体救命処置を必要とする妊産褥婦。 

転院搬送 一般通報 

各消防本部指令室 
直近の救急医療機関

周産期

部門
救急
部門

傷病者 

母体救命
①119 番 

救急隊

③要請 ④救急

車搬送
②,③は可能な限り同時
とする 

スーパー総合周産期センター  

救命救急センター

連携 
総合周産期母子医療センター

②要請 

直近の救急医療機関が受入不能で、遠方のスーパー総合周産期センターに搬送する場

合等には、併行して付近や搬送途上の医療機関に連絡し、受入可能であれば、そちらに

搬送することもある。 

スーパー総合周産期センター 

産科施設 

母体救命と判断

①'要請 

①119 番 

④救急

車搬送

③要請

②要請 

②,③は可能な限り同時
とする 

各消防本部指令室

スーパー総合周産期センター

救命救急センター 

連携 
総合周産期母子医療センター

直近の救急医療機関 
周産期

部門  
救急
部門 

連携 

直近の救急医療機関 
周産期

部門 
救急
部門 

連携 

　○　ハイリスク妊産婦の増加等により母体救命搬送事例件数は増えているものの、スー
パー総合周産期センターや救急医療機関等の協力により、搬送先を選定する平均時間
はおおむね 10分程度で推移しており、迅速に母体救命処置を行うシステムが円滑に
運用されています。
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母体救命搬送システムの実施状況の推移

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

母体救命搬送事例件数 110件 123 件 173 件 231 件

平均選定時間（最終的な
受入先決定まで）

13.2 分 10.5 分 11.3 分 11.0 分

資料：福祉保健局資料

　○　母体救命搬送以外の母体搬送及び新生児搬送については、各ブロックの総合周産期
母子医療センターが搬送受入れ及び担当ブロック内の搬送調整役を担当しています。
これらの仕組みに加え、周産期搬送コーディネーターを平成 21年８月から東京消防
庁指令室に配置し、24時間体制でブロックを越えて全都域を対象に搬送調整を行っ
ています。

周産期搬送コーディネーターの実績の推移（他県からの受入調整を除く）

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

搬送調整件数 640件 557 件 813 件 783 件

資料：福祉保健局資料

　○　生命に危険が生じている胎児の救命を図るとともに、児の予後を向上させるため、
速やかに母体搬送及び急速遂娩を実施する「東京都胎児救急搬送システム」（以下「胎
児救急搬送システム」という。）の運用を平成 25年３月に開始しました。

　○　神奈川、埼玉及び千葉の各県とは、県域を越えた周産期搬送に係る連携の試行を実
施しています。近隣各県において周産期医療体制が整備される中、他県からの患者受
入れは減少傾向にあるものの、平成 28年度の実績を見ると、都内の周産期母子医療
センターの母体搬送受入件数のうち、約５％が他県からの搬送となっています。

３　ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行支援
　○　ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅療養等への円滑な移行支援として、周産期母子医療セ
ンター等にＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター等の配置を推進し、平成 28年度は
26施設に配置されています。

　○　周産期母子医療センター等に対し、在宅療養への移行に向けた退院準備や在宅移行
後の急性増悪時の受入れのための在宅移行支援病床 11 の設置を進めており、平成 28
年度は８施設で在宅移行支援病床運営事業を実施しています。また、周産期母子医療

11   在宅移行支援病床：在宅移行訓練や在宅移行後の急性憎悪時における緊急入院受入の病床として利用する、

ＮＩＣＵ等と在宅療養との間に設置する中間的病床
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センター等において在宅移行後の家族を支えるため、レスパイト病床 12 の整備を進
める在宅療養児一時受入支援事業を、平成 28年度は 16施設で実施しています。

　　
　○　これらの取組により、ＮＩＣＵ・ＧＣＵ13で 90 日以上長期入院している児の数は

減少傾向にありましたが、平成 28年には 83人となっています。

ＮＩＣＵ・ＧＣＵでの９０日以上の長期入院児数の推移

平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年
平成28年（速

報値）

104 人 80人 80人 72人 78人 83人

※各年10月1日時点
資料：東京都周産期母子医療センター等ＮＩＣＵ入院児実態調査

４　周産期医療ネットワークグループによる連携体制の構築
　○　都では、平成 20年から、８つの周産期搬送ブロックごとに、ブロック内の医療機
関等との連携を推進するため、周産期母子医療センターを中核として、周産期医療ネ
ットワークグループを構築しています。

　○　各グループにおいては、医療機関の機能分担と連携を進めるため、診療機能情報の
共有や搬送基準等について検討を行うとともに、症例検討会や研修を開催するなど、
一次から三次までの医療機関等の医師等による「顔の見える連携」を目指した、各グ
ループの実情に即した連携体制の構築を進めています。

課題と取組の方向性　�
＜課題１－１＞リスクに応じた妊産婦・新生児への対応

　○　周産期医療ニーズに対応するため、都全域でＮＩＣＵ病床を確保するとともに、周
産期医療資源が不足している多摩地域における連携体制の強化等を図る必要がありま
す。

　○　ハイリスク妊産婦や新生児に対するケアの向上が求められており、ＮＩＣＵやＧＣ
Ｕに入院する児に対し、より良い成長・発達を促すケアや、患者や家族を中心とした
ケアの重要性はますます高まっています。

12   レスパイト病床：ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅療養中の定期的医学管理及び保護者の労力の一時的支援を

目的とした病床
13   ＧＣＵ（Growing Care Unit：回復期治療室）：ＮＩＣＵの後方病床。ＮＩＣＵにおける治療により急性期

を脱した児又は入院時から中等症であってＮＩＣＵによる集中治療までは必要としないものの、これに準

じた医療的管理を要する児を収容する。
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（取組１－１）リスクに応じた妊産婦・新生児へのケアの強化 [ 基本目標 Ⅰ、Ⅱ ]

《ハイリスク妊産婦・新生児への対応》
○　引き続きＮＩＣＵの運営や整備へ支援を行い、出生１万人に対して 30床を基本と
して、都全域でＮＩＣＵ病床を確保します。

○　母体救命搬送システムの適正運用を推進するとともに、必要に応じて新たなスーパ
ー総合周産期センターの指定を検討します。

○　ハイリスク妊産婦・新生児の状況及び地域の医療資源の状況を踏まえ、必要に応じ
て周産期母子医療センターの指定等を検討します。

○　母体救命搬送システム、周産期搬送コーディネーター制度及び胎児救急搬送システ
ムの検証を通じて、引き続き周産期搬送体制の強化を図ります。

《ミドルリスク妊産婦・新生児への対応》
○　地域の医療資源の状況を踏まえ、引き続き周産期連携病院を指定し、周産期母子医
療センターとの連携の下、ミドルリスクの妊産婦や新生児に対応する体制を確保しま
す。

《ローリスク妊産婦・新生児への対応》
○　病院、診療所及び助産所などの地域周産期医療関連施設については、引き続き周産
期医療ネットワークグループにおいて、三次・二次医療機関とのリスクに応じた役割
分担と連携を進め、地域の実情を踏まえながら、機能の維持に努めます。

《多摩地域における周産期医療体制》
○　全都での取組に加え、多摩地域における周産期医療ネットワークグループの連携体
制の強化や新生児搬送体制の充実などを引き続き図っていきます。

＜課題１－２＞精神疾患を合併する妊産婦への対応

　○　精神疾患を合併する妊産婦の帝王切開率が全分娩における帝王切開率よりも高いな
ど、早産や低出生体重などの産科的合併症や新生児合併症のリスクが指摘されていま
す。

（取組１－２）精神疾患を合併する妊産婦へのケアの強化 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　周産期医療ネットワークグループを通じて、地域における関連医療機関と地域保健
行政間の連携及び情報共有を図るなど、精神疾患を合併する妊産婦への対応を検討し
ます。
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＜課題１－３＞災害時における周産期医療体制の検討

　○　首都直下地震などの大規模災害に備えて、災害時においても機能する周産期医療体
制を平時から構築する必要があります。

（取組１－３）災害時における周産期医療体制の整備 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚生労働省実施）へ医師等を派遣し、災害時
に災害医療コーディネーターをサポートし、小児・周産期医療に特化した調整役を担
う「災害時小児周産期リエゾン」を養成します。また、災害時小児周産期リエゾンと
災害医療コーディネーターが連携した総合防災訓練などを実施します。

＜課題２＞母体救命が必要なハイリスク妊産婦への対応

　○　母体救命搬送システムによる搬送件数は、ハイリスク妊産婦の増加や対象症例数の
増加等を背景に年々増加しており、母体のリスクに応じた搬送体制について、更なる
充実が求められています。

　○　母体救命搬送システムによる搬送件数の約半数が、産科危機的出血等の患者となっ
ています。出血は依然として母体死亡の主要な原因であることから、搬送元となる一
次周産期医療機関等における産科救急対応能力の向上が必要とされています。

（取組２）母体救命が必要なハイリスク妊産婦への対応の強化　 [ 基本目標 Ⅰ、Ⅱ ]

○　スーパー総合周産期センター及びその他の救急医療機関等の協力を得ながら、本シ
ステムの更なる定着と、円滑な運用を推進していきます。

○　一次周産期医療機関等の周産期医療関係者を対象として、新生児蘇生に関する研修
に加え、産科危機的出血時等の母体急変時における初期対応の強化を図る研修等によ
り、産科救急対応能力の向上を図ります。

＜課題３＞ＮＩＣＵ等長期入院児に対する在宅移行支援

　○　ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅移行を支援し、ＮＩＣＵ等の恒常的な満床状態を解消
する必要があります。

　○　医療ニーズや療育支援の必要性が高いＮＩＣＵ等入院児は、退院後の在宅生活にお
いて育児に加えて高度な医療的ケアが必要であることが多く、児と家族が安心・安全
に療養生活を継続できる支援体制を整備する必要があります。
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（取組３）ＮＩＣＵ等長期入院児に対する在宅移行支援の強化　　[基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　周産期母子医療センター等のＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター等に対し、支援
の質の向上に向けた取組を行い、在宅移行をコーディネートする機能の強化を図りま
す。

○　周産期母子医療センターに加えて、地域の医療機関にも在宅移行支援病床や更なる
レスパイト病床の整備を進めていきます。

○　ＮＩＣＵ等入院児の退院前自宅訪問や外泊訓練等の退院に向けた支援の充実を図り
ます。

○　ＮＩＣＵ等入院児に関わるＮＩＣＵ等スタッフ（医師、看護師及びＭＳＷ等）、診
療所医師、訪問看護ステーション看護師、保健師等が連携して、在宅等への移行及び
地域での療養生活を支える仕組みを構築するため、多職種連携を目的とした研修の充
実を図ります。

退院後の在宅療養を支える仕組み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退院後の在宅療養を支える仕組み 

周産期母子医療センター

在 宅

新生児科 小児科

NICU

NICU入院児支援コーディネーター

GCU

在宅移行支援病床 在宅療養児一時受入支援事業

在宅移行訓練・緊急入院 レスパイト

地域の病院

在宅移行訓練・緊急入院

診療所

訪問看護ステーション

医 療

保健所・保健センター

保健サービスの提供

保 健

福祉サービス等の把握と関係機関との調整

療育施設

長期入所・短期入所

療 育

通所・通園

訪問看護等

重症心身障害児等在宅療育支援事業

障害福祉主管課

子供家庭支援センター

児童相談所

福 祉

相談支援事業

退院 一時受入

緊急入院

レスパイト

退院

転院

訪問リハビリテーション

（取組３）ＮＩＣＵ等長期入院児に対する在宅移行支援の強化  [基本目標 Ⅱ、Ⅲ]

○ 周産期母子医療センター等のＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター等に対し、

支援の質の向上に向けた取組を行い、在宅移行をコーディネートする機能の強化

を図ります。 

 

○ 周産期母子医療センターに加えて、地域の医療機関にも在宅移行支援病床や更

なるレスパイト病床の整備を進めていきます。 

 

○ ＮＩＣＵ等入院児の退院前自宅訪問や外泊訓練等の退院に向けた支援の充実を

図ります。 

 

○ ＮＩＣＵ等入院児に関わるＮＩＣＵ等スタッフ（医師、看護師及びＭＳＷ等）、

診療所医師、訪問看護ステーション看護師、保健師等が連携して、在宅等への移

行及び地域での療養生活を支える仕組みを構築するため、多職種連携を目的とし

た研修の充実を図ります。 
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１ 出生１万対ＮＩＣＵ病床数
27.8 床

（平成 27年）
増やす

取組２
母体救命搬送システムにおける
平均病院選定時間

11.0 分
（平成２８年度）

短くする

取組１
取組２

新生児死亡率（出生千対）
0.9

（平成 27年）
下げる

取組１
取組２

周産期死亡率（出産千対）
3.2

（平成 27年）
下げる

取組１
取組２

妊産婦死亡数
２人

（平成 27年）
減らす

取組３
ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期入院児数
（９０日以上）

83人
（平成２８年速報値）

減らす
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目指す方向性を支える取組

１　周産期医療関係者の確保と育成
【医師】
　○　今後も引き続き、東京都地域医療医師奨学金制度及び東京都地域医療支援ドクタ

ー事業を実施するとともに、医師に対する処遇改善や、女性医師の確保・定着に向
けた勤務環境の改善に対する支援を行うなど、周産期医療を担う医師の確保を図っ
ていきます。

【看護師】
　○　「養成・定着・再就業」を柱とした看護師確保対策を更に充実していくとともに、
認定看護師等の資格取得支援を行うなど、質の高い看護師等の確保を図っていきま
す。

【助産師】
　○　分娩取扱施設間での助産師の出向を支援し、助産師実践能力の向上等を図ってい

きます。

【院内助産システム】
　○　院内助産システムの積極的な活用と開設を引き続き促進し、医師と助産師による
チーム医療を行うことで、妊産褥婦の安全性と快適さの両立を図ります。

【研修】
　○　一次医療機関から三次医療機関までの周産期医療関係者に対し、周産期医療の基
本的手技、最新の周産期医療技術などの研修を、引き続き総合周産期母子医療セン
ターにおいて実施していきます。

２　都民に対する情報提供と普及啓発
【都民への情報提供】
　○　今後も引き続き、都民に対し、周産期母子医療センター等の診療機能や実績、都

の周産期医療に係る各種統計について、都ホームページなどにおいて情報提供を行
っていきます。

【妊婦健康診査】
　○　交通広告等を実施するとともに、区市町村や医療機関、大学等でリーフレットを
配布することにより、妊婦健康診査の重要性を啓発し、受診を促進します。あわせ
て、妊娠・出産に関する相談窓口の周知も図ります。
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【相談・支援体制】
　○　「妊娠相談ほっとライン」による相談対応等を着実に行い、相談内容によっては、
適切な関係機関を紹介するなどして継続的な支援につなげていきます。

　○　平成 27年度から実施している出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
により、全ての妊婦を対象に専門職が面接を行い、心身の状態や家庭の状況を把握
し、ニーズに応じた支援を妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく行う区市町村
の取組を支援します。《再掲》

　○　出産後間もない時期の産婦に対する健康診査への支援や、より多くの区市町村が
産後ケア事業に取り組むための支援を行います。《再掲》

　○　特定妊婦については、医療機関・保健機関・福祉機関（福祉事務所、子供家庭支
援センター、児童相談所、女性相談センター）等が連携して特定妊婦を支援できる
よう、相談窓口を周知します。
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■ 周産期母子医療センター

所 在 地
NICU
(床)

M-FICU
(床)

指定・認定
年　　　月

区港院病育愛 12 9 11年 4月

文 京 区 9 6 23年 4月

区川品院病学大和昭 15 9 15年 4月

東邦大学医療センター大森病院 大 田 区 15 9  9年10月

区谷渋ータンセ療医社字十赤本日 15 6 13年11月

国立成育医療研究センター 世田谷区 21 6 24年8月

区宿新院病学大科医子女京東 18 9  9年10月

区島豊院病塚大立都 15 6 21年10月

区橋板院病属附部学医学大京帝 12 10 10年 4月

日本大学医学部附属板橋病院 板 橋 区 12 9 14年 4月

区田墨院病東墨立都 15 9 11年 6月

159 88

区央中院病際国加路聖 6 － 12年 4月

東京慈恵会医科大学附属病院 港 区 9 － 11年 1月

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文 京 区 6 4  9年10月

東京医科歯科大学医学部附属病院 文 京 区 6 － 27年 4月

区宿新院病学大科医京東 12 －  9年10月

区宿新院病学大塾義應慶 9 6 16年 6月

国立国際医療研究センター病院 新 宿 区 6 － 22年10月

東京女子医科大学東医療センター 荒 川 区 9 － 16年 9月

区飾葛院産字十赤飾葛 12 －  9年10月

区田墨院病会育賛 6 －  9年10月

81 10

240 98

市鷹三院病属付部学医学大林杏 15 12  9年10月

府 中 市 24 9 22年 4月

39 21

町 田 市 6 － 21年 2月

立 川 市 6 － 27年 4月

武蔵野市 6 － 18年 4月

小 平 市 6 － 25年 4月

24 0

63 21

303 119

（注） 病床数（ＮＩＣＵ及びＭ－ＦＩＣＵ）は認定病床数である。

■ 周産期連携病院

地在所分区
NICU
(床)

M-FICU
(床)

指定年月

区京文院病属付学大科医本日 － － 21年 3月

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 目 黒 区 3 － 21年 3月

区北ータンセ療医北京東 3 － 21年 3月

区橋板　院病島豊社公療医健保都京東 － － 22年10月

区馬練院病馬練属附部学医学大堂天順 － － 21年11月

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛 飾 区 － － 21年 4月

区東江院病洲豊東江学大和昭 9 － 27年12月

15 0

市梅青院病合総立市梅青 － － 22年 4月

市摩多院病山永摩多学大科医本日 3 － 21年 3月

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛 江 市 － － 25年 1月

3 0

18 0

321 119

多
摩

周産期連携病院　多摩計(3施設)

合　　　　計　（10施設）

　計（37施設）

地域周産期母子医療センター多摩計(4施設)

多 摩 計 (6施設)

合       計   (27 施設)

施　　設　　名

区
部

周産期連携病院　区部計(7施設)

区 部 計 (21施設)

多
摩

総
合

都立多摩総合医療センター・小児総合医療センター

総合周産期母子医療センター多摩計(2施設)

地
域

町田市民病院

国家公務員共済組合連合会 立川病院

武蔵野赤十字病院

公立昭和病院

東京都周産期母子医療センター及び周産期連携病院の現況
平成29年4月1日

区　分 施　　設　　名

区
部

総
　
合

東京大学医学部附属病院

総合周産期母子医療センター区部計(11施設)

地
　
域

地域周産期母子医療センター区部計(10施設)
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東京都周産期母子医療センター及び周産期連携病院の配置図（平成 29 年４月１日）
[ 事業推進区域８ブロック ]
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現　状　�
１　年少人口の状況
　○　平成 29年１月の都の人口（外
国人を含む。）は約 1,365 万人で
す。このうち年少（０～ 14 歳）
人口は約 159 万人であり、都人
口に占める割合は 11.7％となっ
ています。

　○　都の年少人口は、平成 14 年
以降少しずつ増加していますが、
将来推計では、平成 37 年に約
131 万人となり、緩やかな減少が
予測されています。

２　小児医療資源の状況
（小児科医師）
　○　厚生労働省「医師・歯科医師・

薬剤師調査」によると、平成 26
年の都の小児科医師数（主たる
診療科を小児科とする医師）は、
2,327 人です。これは、平成 16
年の同じ調査における 1,850 人
と比較して 477 人、約 26％の
増となっています。

　○　平成 26 年の小児科医師 2,327 人のうち、病院に勤務する医師は 1,479 人、診療
所に勤務する医師は 848人です。平成 16年の同じ調査では、病院に勤務する小児科

○ 　小児患者に対して、その症状に応じた適切な対応が可能となるよう小児救急医療

体制を整備し、その充実を図ります。

○ 　こども救命センターと地域の関係機関との連携を促進するなど、迅速かつ適切な

救命処置から円滑な転退院まで、患者・家族を支援します。

○ 　子供の健康を守るため、健康に関する相談支援事業や、医療機関情報の提供・子

供の事故防止に関する普及啓発事業を推進します。

○ 　小児医療を担う人材の確保や、小児等在宅医療の提供体制の整備等により、地域

の小児医療体制を確保します。
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医師は 1,121 人、診療所に勤務する小児科医師 729 人であり、病院・診療所に勤務
する医師ともに増加しています。

　○　また、都の小児科医師（主たる診療科を小児科とする医師）の男女比は男性 56％、
女性 44％です。全国では男性 66％、女性 34％であり、全国と比較すると都は女性
医師の割合が高い状況です。

（小児科を標榜する病院）
　○　厚生労働省「医療施設（静
態・動態）調査」によると、
平成 26 年の都の小児科を
標榜する病院数は 186 施
設です。これは、平成 16
年の同じ調査における 216
施設と比較し 30 施設減少
しています。

　○　病院に勤務する小児科医師数は増加している一方で、小児科を標榜する病院数は減
少しており、病院の小児科では集約化の傾向が見られます。

（小児科を標榜する診療所）
　○　一方、平成 26 年の都の

小児科を主たる診療科目と
する診療所は 433 施設で
す。これは平成 17 年の同
じ調査における 413 施設
と比較し 20 施設増加して
います。

（小児科医療資源の状況）
　○　小児科医師数及び小児科を主たる診療科目とする診療所は増加しており、以前と比
較して、小児科の医療資源はやや改善傾向にあります。
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３　小児の死亡率及び死因
（死亡率）
　○　都の乳児死亡率については、平成 23年以降、概ね全国平均を下回る水準となって

います。
【乳児死亡率の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

乳児死亡率〔都〕
（0歳　出生千対）

2.0 2.2 2.0 1.9 1.7

乳児死亡率〔国〕
（0歳　出生千対）

2.3 2.2 2.1 2.1 1.9

　○　都の幼児死亡率については、平成23年以降、全国平均を下回る水準となっています。
【幼児死亡率の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

幼児死亡率〔都〕
（1～4歳　人口十万対）

18.1 16.2 13.7 16.8 15.9

幼児死亡率〔全国〕
（1～4歳　人口十万対）

27.4 20.7 18.4 19.1 19.2

資料：総務省「人口推計」
　　　厚生労働省「人口動態統計」
　　　東京都福祉保健局「人口動態統計」
　　　東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」

　○　都の児童死亡率については、平成 23年以降、概ね全国平均を下回る水準ですが、
全国平均と同じ又は全国値を上回る年もあります。

【児童死亡率（5 ～ 9 歳）の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

児童死亡率〔都〕
（5～9歳　人口十万対）

7.7 9.7 7.1 7.6 8.6

児童死亡率〔全国〕
（5～9歳　人口十万対）

13.8 9.3 8.5 8.7 8.6

【児童死亡率（10 ～ 14 歳）の推移】

　 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

児童死亡率〔都〕
（10～ 14歳　人口十万対）

7.5 7.9 7.3 9.3 7.0

児童死亡率〔全国〕
（10～ 14歳　人口十万対）

12.4 8.7 8.1 8.8 8.4

資料：厚生労働省「人口動態統計」
　　　東京都福祉保健局「人口動態統計」
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（死亡の主な原因）
　○　また、平成 27年の都の乳児及び幼児死亡の主な原因は「先天奇形、変形及び染色
体異常」、児童死亡の主な原因は「悪性新生物」、「自殺」、「不慮の事故」となっています。

【小児の死因の状況（平成 27 年）】 （単位：人、％）

死亡数

第１位 第２位 第３位

死因
死亡数

（割合）
死因

死亡数

（割合）
死因

死亡数

（割合）

乳児 (0歳 ) 189
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

67(35.4)
周産期に特異的な呼吸
障害及び心血管障害

24(12.7)
乳幼児突然死
症候群

10(5.3)

幼児
(1 ～ 4歳 )

67
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

14(20.9) 悪性新生物 7(10.4)
心疾患

5(7.5)
肺炎

児童
（5～ 9歳）

44 悪性新生物 11(25.0) 不慮の事故 7(15.9)
先天奇形 , 変形
及び染色体異常

5(11.4)

児童
（10～ 14歳）

35 自殺 8(22.9) 悪性新生物 6(17.1) 不慮の事故 4(11.4)

資料：東京都「人口動態統計（平成27年）」

これまでの取組　�
１　こども救命センターの運営
　○　小児の重症症例等により、他の医療機関では救命治療の継続が困難な小児患者の受
入要請があった場合に、患者を必ず受け入れ、小児集中治療室（ＰＩＣＵ）等での救
命治療・専門医療体制を備えたこども救命センター（都内４病院）を指定し、迅速か
つ適切に救命処置を受けられる体制を確保しています。

　○　こども救命センターを地域の中核病院と位置付け、地域医療の連携拠点として医療
機関の連携調整等を行うとともに、小児臨床教育の拠点として地域研修会を開催する
など、小児医療の連携ネットワークを構築しています。

　○　また、円滑な転院・退院を支援する退院支援コーディネーターを、こども救命セン
ター全４病院に配置しています。

　　　
　○　こども救命センターの受入患者数は、平成 28年度は 779 人で、平成 25年度の患
者数と比較すると約 25％の増となっています。

【こども救命センター受入患者実績】　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

受入患者数 622 652 843 779
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２　小児救急医療体制の確保
（二次救急医療体制）
　○　二次救急医療体制としては、休日・全夜間診療事業（小児科）に参画する都内 54
病院において、緊急入院のための病床を 80床確保しています。（平成 29年４月現在）

　　　休日・全夜間診療事業（小児科）における取扱患者数は、平成 28 年度は約 22
万８千人で、平成 23年度の患者数と比較すると約 13％の減となっています。

　　　なお、この６年間の平均の患者数は24万４千人、１日当たり667人となっています。

【休日・全夜間診療事業（小児科）年度別取扱患者実績】 （単位：人）

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

取扱患者数 262,140 251,120 243,491 239,038 238,728 228,192

　入院患者数 16,410 16,789 17,135 17,717 18,303 17,065

（初期救急医療体制）
　○　平日夜間に固定施設で小児科医師が初期救急診療を行う「小児初期救急診療事業」
を実施する区市町村は40区市町村であり、共同実施を含め34施設で実施しています。
（平成 29年４月現在）

　　　平成 28年度における取扱患者総数は約３万４千人です。

【小児初期救急平日夜間診療事業実績（各年年度末現在）】 （単位：実施区市町村数、人）

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度

実施区市町村数 32 32 35 35 36 40

取扱患者数 44,212 39,299 37,071 33,869 33,509 33,834

（小児医療協議会）
　○　小児医療の提供体制について検討・協議を行うため、医療機関や関係機関等で構成

される東京都小児医療協議会を設置し、初期救急から三次救急までの施設間の連携強
化を図っています。

３　小児医療に関する普及啓発・相談事業の推進
　○　子供の病気や事故防止に関する基礎的知識等の情報提供など普及啓発事業を行う区
市町村を支援しています。

　○　子供の健康に関する保護者の不安や悩みを解消し、救急医療機関にかかる前の段階
での安心を確保するため、平日夜間及び休日の電話相談「子供の健康相談室」（小児
救急相談　♯８０００）を実施しています。

　○　また、急な病気やけがをした際に、救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院に行くべきか、
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迷ったときに、緊急受診の要否や適応する診療科目、診察可能な医療機関等を相談者
に電話でアドバイスを行う「東京消防庁救急相談センター」（♯７１１９）を平成 19
年６月から運用開始し、都民の不安を解消するとともに、救急車の適正利用を図るこ
とを目指しています。《再掲》

４　地域の小児医療体制の確保
（小児医療を担う人材の確保）
　○　小児医療に従事する意思を有する医学生に奨学金を貸与し、医師の確保に取り組ん
でいます。奨学金を借りた人が医師免許取得後、地域で中核的な役割を担う医療機関
に一定期間勤務することで、安定した小児医療体制の確保を図っています。

　○　また、病院勤務医師の離職防止と定着を図るため、交代制勤務等新たな勤務形態の
導入や女性医師等の再就業支援研修の実施、チーム医療の推進など、勤務医の就労環
境を改善する取組を支援しています。

　○　地域の診療所の開業医等を対象とした小児救急医療に関する臨床研修を実施し、都
内の小児救急医療の人材確保を図っています。

（在宅移行・在宅療養生活への支援）
　○　ＮＩＣＵ等に長期入院している小児等の円滑な在宅への移行や在宅療養生活を支援
するため、在宅移行支援病床の確保や、定期的な病状管理及び保護者のレスパイトケ
アを行っています。

　○　また、在宅移行後の地域における児の安心・安全な療養生活の実現を図るため、周
産期母子医療センター等、その他の病院、診療所、保健所及び区市町村等における保
健・医療・福祉従事者に対して研修を実施し、入院児の円滑な在宅移行を担う人材と
移行後に必要な医療・保健・福祉サービスを担う人材の育成を図っています。

（小児がん対策）
　○　小児がんは、主に 15歳までの小児に発生する希少がんの総称で、都内で新たに小
児がんと診断された０歳から 14歳までの人は、年間で約 270人（罹患数）です。小
児がん患者に速やかに適切な医療を提供するため、小児がんの診療や治療を行ってい
る都内 11か所の病院を「東京都小児がん診療病院」として認定し、国が指定する都
内の小児がん拠点病院２か所とともに、「東京都小児がん診療連携ネットワーク」を
構築しています（平成 29年９月現在）。《再掲》

　○　また、都は、東京都小児がん診療連携ネットワークの参画病院である、都内の小児がん
拠点病院及び東京都小児がん診療病院と関係団体等で構成する「東京都小児がん診療連携
協議会」を設置しています。本協議会では、小児がんの診療提供体制や相談支援体制の充
実等を図るほか、都民等への小児がんに関する普及啓発等に取り組んでいます。《再掲》



第
１
章

254

第
４
節

（がんに関する教育）
　○　東京都教育委員会では、児童・生徒に対して適切にがん教育が行えるよう、文部科
学省による教材や教育ガイドラインに加え、都で作成した児童・生徒向けのがん教育
リーフレットを各学校に配布し、活用を促すとともに、教員の指導力向上を目的とし
た特別講演会を実施しています。《再掲》

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞　こども救命センターの運営

　○　こども救命センターの患者受入実績は、年々増加傾向にあり、搬送元である二次救
急医療機関や救命救急センターとの連携、また、転院・退院支援の際の受入れ先や支
援先となる地域の医療・保健・福祉機関等との連携が一層求められます。

　○　また、こども救命センターでは重篤な救急患者を必ず受け入れ、救命治療を行って
いますが、受け入れた患者が慢性期に移行した後も留まる事例が増加するなど空床の
確保が困難な状況となっており、引き続き、円滑な転院や退院に向けた取組が必要で
す。

（取組１）こども救命センターのさらなる機能強化  [ 基本目標 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ]

○　従来の小児医療協議会での評価・検証に加え、こども救命センターの医師や退院支
援コーディネーター等で構成される連絡会等を活用し、事例検討や他機関との連携に
ついて検討を行うことにより、こども救命センターのさらなる機能強化を目指します。

○　退院支援コーディネーターを配置することにより、円滑な転院・退院を支援すると
ともに、在宅移行支援病床の設置や、保護者の労力軽減のためのレスパイトの実施を
促進し、在宅移行支援の充実を図ります。

○　また、社会的背景等により在宅移行が困難な児の実態を踏まえ、地域で小児の療養
生活を支える支援策を検討します。

＜課題２＞　小児救急医療体制の確保

（小児二次救急医療体制）
　○　平成 28 年の小児（０～ 14 歳）の都内救急搬送者数（東京消防庁管内）は、約
５万５千人で、そのうち約８割が軽症者です。

　○　休日・全夜間診療事業（小児科）は、基本的に入院が必要な救急患者を対象として
いますが、その取扱患者のうち、入院患者は約８％であり、入院に至らない比較的軽
症な患者が大部分となっています。
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　○　不要不急の受診を抑制するためには、子供の病気やけがへの対応について、家族の
不安を軽減するための取組や、住民の身近な地域で、軽症患者の診療を行う小児初期
救急診療事業を行う地域を拡大していくことが必要です。

　○　また、小児の救急搬送者のうち、救急搬送先の選定が困難（東京ルール）となる事
案の半数以上は、骨折等による整形外科選定事案です。そのため、このような救急患
者について搬送先医療機関の選定が困難となることがないよう、受入れを促進する取
組を行うことが必要です。

（小児初期救急医療体制）
　○　平日の夜間に初期救急診療を行う小児初期救急診療事業の実施地域については、
年々、体制整備地区が拡大していますが、地域に受入れ医療機関がない等の理由によ
り、体制確保・維持が困難な地域があります。

（災害時の小児救急医療体制）
　○　首都直下型地震などの大規模災害に備え、平常時だけでなく災害時においても小児
患者に適切に対応できるよう、災害時を見据えた小児救急医療体制の整備が必要です。

（取組２－１）小児医療に関する普及啓発・相談支援事業の推進 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　急な子供の病気への対処など子供の健康・救急に関し、電話で相談できる「子供の
健康相談室」（小児救急相談　♯８０００）や、緊急受診の要否等について電話でア
ドバイスを行う「東京消防庁救急相談センター」（♯７１１９）の利用促進を図り、
子供の急な病気やけが等に関する相談体制を確保します。

○　引き続き、住民に対して、子供の病気や事故防止に関する基礎知識等の普及啓発事
業を行う区市町村を支援します。

○　子供の病気の基礎知識や事故防止に関する情報を提供する「東京都こども医療ガイ
ド」や東京都医療機関案内サービス“ひまわり”の実施、また、休日・夜間に対応可
能な医療機関のパンフレットを作成することにより都民へ適切な情報を提供します。

（取組２－２）小児救急医療体制の充実 [ 基本目標 Ⅱ ]

《小児二次救急医療体制》
○　搬送先の二次救急医療機関の選定が困難な骨折等による小児の整形外科選定事案に
ついて、受入れ促進に向けた方策を検討します。

《小児初期救急医療体制》
○　小児初期救急医療体制を都全域で確保できるよう、体制を確保する区市町村を支援
し、小児初期救急医療体制の拡充を図ります。
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《災害時小児救急医療体制》

○　小児周産期災害リエゾン研修（厚生労働省実施）へ医師等を派遣して、災害時に災
害医療コーディネーターをサポートし、小児・周産期医療に特化した調整役を担う「災
害時小児周産期リエゾン」を養成します。

○　また、災害時小児周産期リエゾンと災害医療コーディネーターが連携した総合防災
訓練などを実施します。

＜課題３＞　地域の小児医療体制の確保

（小児医療を担う人材の確保）
　○　夜間の小児初期救急医療体制の整備に向けて、都では区市町村に対して事業実施に
向けた取組の支援を行っていますが、小児救急医療を担う医師の増加と継続的な確保
を図る必要があります。

　○　小児救急を担う病院においては、医師確保が困難な状況となる病院もあり、引き続
き、小児科医師の確保に取り組むとともに、病院勤務医師の負担を軽減し、離職防止
と定着を図っていく必要があります。

　○　また、小児科では、約４割が女性医師となっており、特に 30代後半が 50.5％と全
国と比較しても高い割合となっています。出産や育児にかかわらず、女性医師等が安
心して医療に携われるよう、勤務の継続や再就業などの支援が必要です。

（小児がん医療）
　○　小児がんは、経験が少ない医療機関では診断が難しい場合があることから、地域の
医療機関の診断技術等の向上を図り、速やかにがんの疑いがある子供を東京都小児が
ん診療連携ネットワークの参画病院につなげていくことが重要です。また、小児がん
の在宅医療に対応できる地域の医療機関は限られている状況です。《再掲》

　○　小児やＡＹＡ世代のがん患者は、治療終了後に、時間を経過してから、二次がんや
成育不良といった晩期合併症が生じる可能性があり、治療後も長期にわたる検査や診
断、支援（長期フォローアップ）が必要です。《再掲》

（がんを予防するための健康教育の推進）
　○　学校におけるがん教育を適正に実施するとともに、外部講師の活用などにより、指
導内容の充実を図る必要があります。《再掲》

（小児等在宅医療）
　○　医療・福祉・教育等多くの関係職種及び関係機関との連携体制の構築など、地域の
実情に応じた小児等在宅医療の提供体制を整備する必要があります。
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（重症心身障害児等支援）
　○　小児病棟やＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児や医療的ケアが必要な障害児
が退院後も安心して身近な地域で療養・療育が可能となるよう、在宅療育支援や地域
生活基盤の整備促進が必要です。

（小児精神科医療）
　○　医療機関をはじめとする関係機関が、心に問題を抱える子供や発達障害児等に適切
な対応を行えるように、その特性に関する正しい理解の促進が必要です。《再掲》

　○　また、こころの問題のある児に対して、都立小児総合医療センターにおける総合的
な高度専門医療を提供するとともに、地域の関係機関が連携して支えていく体制の整
備が必要です。《再掲》

（発達障害児（者）への支援）
　○　発達障害児は、早期発見・早期支援を行っていくことが重要であり、これまでの取
組を更に進めるため、保育・教育・福祉等関係機関の更なる連携体制の充実が求めら
れています。《再掲》

　○　発達障害児（者）を抱える家族への支援には、子供への関わり方を学ぶ機会や、同
じ悩みを抱える家族による支援の取組が必要です。《再掲》

（児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応）
　○　近年、都内の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数や、医療機関からの虐
待通告件数は増加傾向にあります。

　○　児童虐待の対応に当たっては、保健・医療分野を含む地域の関係機関の連携強化が
必要です。《再掲》

（取組３－１）地域の小児医療を担う人材の育成 [ 基本目標 Ⅳ ]

○　小児初期救急医療体制の確保のため、地域の診療所の開業医等を対象とした研修事
業を実施するとともに、小児救急医療全体の医療の質の向上を図るため、救急医等に
対する専門研修を実施していきます。

○　東京都地域医療奨学金を貸与することにより、小児科等都内の医師確保が必要な診
療科等の医師を確保していきます。

○　離職した女性医師等への復職支援を含め、医師の勤務環境を改善するために医療機
関が行う取組を支援します。
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（取組３－２）地域における小児医療体制の確保 [ 基本目標 Ⅲ、Ⅳ ]

《小児がん医療》
○　引き続き、東京都小児がん診療連携ネットワークを活かした質の高い小児がん医療
を提供する体制を確保していきます。また、地域の医師等を対象に小児がんの診療技
術の向上を図るための研修会等を開催するとともに、ネットワーク参画病院との連携
体制を強化していきます。さらに、ネットワーク参画病院と関係団体等で組織する東
京都小児がん診療連携協議会等において、在宅医療に携わる医師や訪問看護サービス
に携わる看護師などを対象に、小児がん患者の在宅医療に携わる人材の育成を図って
いきます。《再掲》

○　小児やＡＹＡ世代のがん患者に対する長期フォローアップは、小児科と成人診療科
の医師など、患者の状況に応じて、様々な医療従事者が連携して対応することが必要
です。小児がんのネットワーク参画病院や成人の拠点病院等は、院内や病院間の連携
を強化し、長期フォローアップを適切に実施できる体制の構築や取組の推進を図って
いきます。《再掲》

《学校におけるがんに関する教育の推進》
○　児童・生徒を対象に、発達段階に応じたリーフレットを作成・配布するとともに、
医師やがん経験者などの外部講師の活用等により、効果的ながん教育を実施します。
《再掲》

○　教員を対象とした特別講演会の実施等により、がん教育における指導力の向上を推
進します。また、学校保健委員会やＰＴＡ主催の講演会等の活用により、保護者や地
域の関係機関と連携したがん教育を推進します。《再掲》

《小児等在宅医療》
○　小児等在宅医療の推進を図るため、医療的ケアを必要とする小児等の在宅療養患者
とその家族が、安心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた取組を行う区市町
村を支援します。

《重症心身障害児等支援》
○　重症心身障害児（者）が身近な地域で安心して生活を続けられるよう、看護師によ
る家庭訪問など、在宅療養の支援を促進するとともに、日中活動の場やショートステ
イなどの地域のサービス基盤の充実を図ります。《再掲》
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《小児精神科医療》
○　都立小児総合医療センターを拠点とし、総合的な高度医療を提供するとともに、地
域の関係機関が子供の心の診察や日常生活の中で、疾病や障害特性に応じた適切な対
応が行えるよう、医療機関や児童福祉施設、保育・教育関係者等を対象とした各種研
修等を実施します。《再掲》

（取組３－３）児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応 [ 基本目標Ⅲ、Ⅳ ]

○　要保護児童対策地域協議会において、保健・医療分野の関係機関が持つ専門的知
見などを活用し、要保護児童の早期発見や適切な保護に努めていきます。《再掲》

○　病院内に虐待対策委員会の設置を促進するとともに、医療機関従事者向けの研修を
実施します。《再掲》

○　虐待対応等について、医療機関や保健機関との連携を強化するため、児童相談所に
医療連携専門員（保健師）を配置し、保健や医療面に関する相談や指導を行います。
　《再掲》
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組２－１
取組２－２

小児救急搬送症例のうち受入困難事
例の件数（医療機関に受入の照会を
行った回数４回以上の件数）

1,307 件
（平成 27年）

減らす

取組１
取組２－１
取組２－２
取組３－１
取組３－２
取組３－３

乳児死亡率（出生千対）
1.7

（平成 27年）
下げる

幼児死亡率
（１～４歳人口十万対）

15.9
（平成 27年）

下げる

児童死亡率
（５～９歳未満人口千対）

8.6
（平成 27年）

下げる

児童死亡率
（10～ 14歳未満人口千対）

7.0
（平成 27年）

下げる
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こども救命搬送システム

こども救命センター指定施設（事業推進区域〔都内４ブロック〕に各１施設）

奥多摩町

檜原村

青梅市

日の出町

あきる野市

八王子市

瑞穂町

羽村市

福生市

武蔵村山市 東大和市

東村山市

清瀬市

東久留米市

西東京市

立川市昭島市

国立市

日野市

多摩市

町田市

稲城市

府中市

国分寺市

小平市

小金井市

三鷹市

武蔵野市

調布市

狛江市

練馬区

杉並区

世田谷区

板橋区

中野区

目黒区

大田区

北区

豊島区

新宿区

渋谷区

品川区

港区

千代田区

中央区 江東区

江戸川区

墨田区台東区文京区

荒川区 葛飾区

足立区

多摩ブロック

区東ブロック

区北ブロック

区西南ブロック

日本大学医学部附属板橋病院

東京大学医学部附属病院

国立成育医療研究センター

都立小児総合医療センター

救命救急センター

こども救命センター

（転院搬送↑）

三 次
（重篤・重症対

自宅等

初期救急医療機関 診療所

ニ 次
（中等症対応）

初 期
（軽症対応）

患
者
発
生
現
場

重症と判断

高度な救命処置・集中治療

（転院搬送↑）
（患者安定後、転院搬送↓）

二次救急医療機関

（転院搬送↑）
（患者安定後、転院搬送↓）

蘇生的治療

（搬送）

（搬送）

（原則、こども救命センターが

直近の救命センターの場合）

患者対応中の場合：

他のブロックのうち、国立成育医療

研究センターもしくは都立小児総合

医療センターへ受入を要請

システムの流れ

こども救命センターの運営
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（
平

成
２

９
年

４
月

現
在

）
東
京
都
内
に
お
け
る
小
児
救
急
医
療
体
制

奥
多

摩
町

檜
原

村

青
梅

市

日
の
出
町

あ
き
る
野

市

八
王

子
市

瑞
穂

町

羽
村

市

福
生

市

東
大

和
市

東
村

山
市

清
瀬
市

東
久

留
米

市

西
東

京
市

立
川

市

昭
島

市

国
立

市

日
野

市

多
摩

市

町
田

市

稲
城

市

府
中

市

国
分

寺
市

小
平

市

小
金

井
市

三
鷹

市武
蔵

野
市

調
布

市

狛
江

市

練
馬

区

杉
並

区

世
田

谷
区

板
橋

区

中
野

区

大
田

区

北
区

新
宿

区

渋
谷

区

品
川

区

港
区千

代
田

区
中

央
区

江
東

区

江
戸

川
区

墨
田

区
文

京
区

荒
川

区
葛

飾
区

足
立

区

4

9

1
0

11

1
6

26

27

29

3
2

3
7

4
3

5
3

5
4

5
0

3
8

39

48

1
5

2

18

22

42

20

2
3

2
8

5
2

2
4

40

36

4446

1
3

25

34

47

多
摩

ブ
ロ
ッ
ク

区
東

ブ
ロ
ッ
ク

区
西

南
ブ
ロ
ッ
ク

1
8

6

5

1
7

7
1
9

30
31

21

3
12

区
北

ブ
ロ
ッ
ク

台
東

区

豊
島

区

武
蔵

村
山

市

35

目
黒

区

33

41

1
4

495
1

45

16
東

京
女

子
医

大
病

院
17

東
京

医
科

大
学

病
院

18
慶

應
大

学
病

院
19

国
立

国
際

医
療

研
究

セ
ン

ター
20

河
北

総
合

病
院区

西
部

1
　日

本
大

学
病

院
2

　聖
路

加
国

際
病

院
3

　東
京

慈
恵

会
医

大
病

院
4

　虎
ノ門

病
院

　東
京

都
済

生
会

中
央

病
院

5
　日

本
医

科
大

学
病

院
6

　順
天

堂
医

院
7

☆
東

京
大

学
病

院
8

　東
京

医
科

歯
科

大
病

院

区
中

央
部

9
昭

和
大

学
病

院
10

東
邦

大
学

大
森

病
院

11
荏

原
病

院

区
南

部
12

東
邦

大
学

大
橋

病
院

東
京

医
療

セ
ン

ター
13

☆
国

立
成

育
医

療
研

究
セ

ン
ター

14
都

立
広

尾
病

院
15

日
赤

医
療

セ
ン

ター

区
西

南
部

37
　青

梅
市

立
総

合
病

院
西

多
摩

49
　慈

恵
医

大
附

属
第

三
病

院
50

　武
蔵

野
赤

十
字

病
院

51
　杏

林
大

学
付

属
病

院
52

☆
小

児
総

合
医

療
セ

ン
ター

　多
摩

総
合

医
療

セ
ン

ター

北
多

摩
南

部

53
　公

立
昭

和
病

院
54

　多
摩

北
部

医
療

セ
ン

ター

北
多

摩
北

部

21
都

立
大

塚
病

院
22

東
京

北
医

療
セ

ン
ター

23
☆

日
大

板
橋

病
院

24
 帝

京
大

学
病

院
25

豊
島

病
院

26
練

馬
光

が
丘

病
院

27
順

天
堂

大
学

練
馬

病
院

区
西

北
部

46
　共

済
立

川
病

院
　災

害
医

療
セ

ン
ター

47
　武

蔵
村

山
病

院
48

　太
陽

こど
も

病
院

北
多

摩
西

部

28
　女

子
医

大
東

医
療

セ
ン

ター
29

　博
慈

会
記

念
病

院
30

　慈
恵

会
医

科
大

学
葛

飾
医

療
セ

ン
ター

31
　東

部
地

域
病

院区
東

北
部

32
　都

立
墨

東
病

院
33

　賛
育

会
病

院
34

　江
東

病
院

35
　昭

和
大

学
附

属
江

東
豊

洲
病

院
36

  東
京

臨
海

病
院区

東
部

38
　東

京
医

大
八

王
子

医
療

ｾﾝ
ﾀｰ

39
　東

海
大

学
八

王
子

病
院

40
　南

多
摩

病
院

41
　町

田
市

民
病

院
42

  日
野

市
立

病
院

43
　日

医
大

多
摩

永
山

病
院

44
　多

摩
南

部
地

域
病

院
45

　稲
城

市
立

病
院南

多
摩

【
凡
例
】

☆
こ
ど
も
救

命
セ
ン
タ
ー
（
４
施

設
）

救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
（
２
６
施

設
）

№
休

日
・
全
夜

間
診

療
事
業

（
小
児

科
）
参

画
医

療
機

関
（
５
４
施

設
）

小
児
初
期

救
急

平
日
夜

間
診

療
事

業
実
施

区
市

町
村
（
２
０
区

１
７
市

２
町
１
村

）


